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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する無線通信装置に対して
、割り当てるサブキャリア数を決定するリソースブロックサイズ決定部と、
　前記無線通信装置がチャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する際
に用いる巡回シフト遅延量を、前記リソースブロックサイズ決定部により決定されるサブ
キャリア数に応じて設定する巡回シフト遅延量決定部と、
　前記巡回シフト遅延量決定部により設定される前記巡回シフト遅延量に対応して前記チ
ャネル品質測定用信号を送信する際のチャネル品質測定用帯域を選定するチャネル品質測
定用帯域選定部と、
　を具備する基地局装置。
【請求項２】
　前記チャネル品質測定用帯域選定部は、巡回シフト遅延ダイバーシチ送信時における巡
回シフト遅延量の逆数に応じて、選定する前記チャネル品質測定用帯域の帯域幅を可変さ
せる請求項１記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記巡回シフト遅延量及び前記チャネル品質測定用帯域に関する情報を、前記無線通信
装置に送信する送信部を具備する請求項１記載の基地局装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、多元接続方式を用いる通信システムにおいて、周波数リソーススケジューリ
ング及び適応変調を用いて高速パケット通信を行う基地局装置及び無線通信装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の高速パケット伝送を行う無線通信システムでは、基地局から無線通信装置に信号
を送信する下り回線と、無線通信装置から基地局に信号を送信する上り回線とを分割し、
それぞれ伝搬路の品質（以下、「チャネル品質」という）を測定することにより推定する
。この推定したチャネル品質に基づいて、基地局は、アクセスしている無線通信装置に対
し、周波数及び時間リソースを割り当てるスケジューリングを行い、さらに送信電力や伝
送速度（変調多値数及び符号化率）を設定してデータを送信している。
【０００３】
　このような無線通信システムにおいて、上り回線と下り回線とを分ける方法としては、
ＴＤＤ（Time Division Duplex）方式、ＦＤＤ（Frequency Division Duplex）方式及び
ＣＤＤ（Code Division Duplex）方式の３種類が挙げられる。
【０００４】
　この中で、ＦＤＤ方式は、上り回線と下り回線とを周波数で分割する方式であり、上り
回線と下り回線とで異なる周波数を用いる。
【０００５】
　近年、無線通信分野では、下り回線の情報量が上り回線よりも圧倒的に多いデータ通信
が主流となることが予想され、下り回線の周波数帯域が上り回線より広い非対称通信の無
線通信システムの開発が進められている。
【０００６】
　第４世代移動通信システム（ＩＭＴ－ａｄｖａｎｃｅｄ）としては、３ＧＰＰ移動通信
システムで用いられている帯域幅よりも、更に広帯域なシステムの導入が検討されている
。通信チャネルを広帯域にすることによって周波数選択性は無視できなくなる。
【０００７】
　このため、３ＧＰＰ移動通信システムよりも広帯域な通信チャネルを用いるシステムで
は、無線通信装置毎に伝搬路状況が比較的良好となる周波数を検出し、周波数を割り当て
る周波数スケジューリングと、割り当てた周波数での伝搬路状況に応じて、所定のバケッ
ト誤り率を満たせるような変調方式と符号化率を用いる適応変調の導入が検討されている
。
【０００８】
　具体的には、ＩＭＴ－ａｄｖａｎｃｅｄの伝送方式として、ＯＦＤＭ（Orthogonal Fre
quency Division Multiplexing）、ＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency Division Multip
le Access）、ＭＣ－ＣＤＭＡ（Multi-Carrier Code Division Multiple Access）等のマ
ルチキャリア伝送を用いることが考えられている。
【０００９】
　これらマルチキャリア伝送においては、多数のサブキャリアを用いることにより高速伝
送を実現しようとしている。また、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Carrier-Frequency Divisio
n Multiple Access）は、無線通信装置から基地局への上り回線用の伝送方式として検討
されている。
【００１０】
　このＳＣ－ＦＤＭＡは、例えば、非特許文献１に開示されているように、シングルキャ
リア変調された信号を周波数領域に変換した信号を、特定のサブキャリアに配置させ、Ｏ
ＦＤＭにおけるサブキャリア信号として用いる伝送方式である。
【００１１】
　ＳＣ－ＦＤＭＡにおけるサブキャリアの配置としては、特定の周波数ブロックに密集さ
せて配置させるlocalized配置、特定のサブキャリア間隔に配置させるdistributed配置が
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ある。これらの配置を用いることで、ＯＦＤＭよりもＰＡＰＲ（Peak to Average Power 
Ratio）を低減することができる。
【００１２】
　このＳＣ－ＦＤＭＡにおけるＰＡＰＲを低減できる特性は、特に、電力消費が問題とな
る電池駆動する無線通信装置における上り回線用の伝送方式として好適なものである。
【００１３】
　これら伝送方式を用いて、適応変調や周波数スケジューリングをサブキャリア毎、或い
は複数のサブキャリアからなるサブキャリアブロック単位毎に行なうことが検討されてい
る。
【００１４】
　このような適応変調や周波数スケジューリングを行うシステムでは、下り回線において
は、無線通信装置は基地局装置に瞬時の各サブキャリア、或いはサブキャリアブロック単
位でのチャネル品質情報（ＣＱＩ：Channel Quality Indicator)を報告することが必要と
なる。
【００１５】
　一方、上り回線においては、無線通信装置は、瞬時の各サブキャリア、或いはサブキャ
リアブロック単位でのチャネル品質情報（ＣＱＩ）を基地局に測定させるために、チャネ
ル品質測定用パイロット信号の送信を必要とする(以下、上り回線チャネル品質測定と呼
ぶ)。
【００１６】
　なお、上り回線チャネル品質測定は、ＴＤＤ（Time Division Duplex）システムの場合
、伝搬路の双対性を利用することで、伝搬路変動が十分に小さい場合、下り回線における
ＣＱＩ報告を上り回線のチャネル品質として用いることが可能である。
【００１７】
　しかしながら、セルラーシステムの場合、干渉量が上り回線と下り回線で異なることを
考慮した、適応変調、周波数スケジューリングが必要となる。
【００１８】
　また、データ復調用パイロットは、データと同じ帯域で送信すればよいが、上り回線チ
ャネル品質測定用パイロット信号は、全帯域のサブキャリアを用いた送信をする（従来手
法１）か、或いは、帯域内の一部の帯域（部分帯域）を用いて、少なくとも割り当てよう
とする周波数リソースよりも十分多いサブキャリアにわたる送信を行う（従来手法２）必
要がある。従来手法２の場合、異なる部分帯域を複数回送信することで伝搬路状況がより
良好なサブキャリアを検出することができる。また、以上のようなチャネル品質測定用パ
イロット信号は、データの有無によらず送信する必要がある。
【非特許文献１】大藤，川村，樋口，佐和橋，“上りリンクシングルキャリアFDMAにおけ
るUEのグループ毎にCQI測定用パイロットチャネルの送信帯域を分離する周波数領域スケ
ジューリング法”，信学技報，RCS2006-154，Oct.，2006
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　ところで、無線通信システムにおいては、上り回線のチャネル品質測定用パイロット信
号送信に、最も課題となるのは無線通信装置の消費電力である。また、その際に上り回線
のチャネル品質測定の精度を劣化させることなく無線通信装置の消費電力を抑止すること
が望まれる。
【００２０】
　しかしながら、従来手法１では、全帯域にわたり端末の消費電力が過剰に必要となると
ともに、帯域当たりの送信電力が低くなるため、特に、セルエッジにおける端末に対する
チャネル品質測定の精度が低くなるという問題がある。
【００２１】
　また、従来手法２では、一部の周波数帯域のみを使って送信することから、従来手法１
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に比べて、消費電力の面では有利だが、部分帯域を１回のみ送信する場合、良好な伝搬路
となるサブキャリアを検出する確率が減少する。この結果、周波数利用効率が低下してし
まうという問題がある。
【００２２】
　さらに、従来手法２では、部分帯域を複数回送信する場合、良好な伝搬路となるサブキ
ャリアを検出する確率は増加するが、チャネル品質測定に要する時間が長くなり、その結
果、チャネル品質の変動に対する追従性が劣化するという問題が生じる。
【００２３】
　また、チャネル品質測定用信号の送信を時間的に間引く（送信頻度を減らす）、或いは
、周波数領域で間引く（すなわち、チャネル品質測定用パイロット信号を挿入するサブキ
ャリア間隔を大きくする）別な手法を用いて、無線通信装置の消費電力を低減することが
考えられる。しかし、これら手法では、間引いた分だけ時間変動や周波数選択性への追従
性が損なわれるという問題がある。
【００２４】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、上り回線のチャネル品質測定用パイロ
ット信号を送信する場合でも、上り回線のチャネル品質測定の精度を劣化させることなく
無線通信装置の消費電力を抑止できるとともに周波数利用効率の高い基地局装置及び無線
通信装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本開示の基地局装置は、チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信す
る無線通信装置に対して、割り当てるサブキャリア数を決定するリソースサイズ決定部と
、巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する際の巡回シフト遅延量を前記リソースサイズ決定
部により決定された前記サブキャリア数に応じて設定する巡回シフト遅延量決定部と、前
記巡回シフト遅延量を前記無線通信装置に送信する送信部とを具備する構成を採る。
【００２６】
　この構成によれば、無線通信装置に対して、巡回シフト遅延ダイバーシチ送信によりチ
ャネル品質測定用信号を送信させる際のサブキャリアと、当該サブキャリアに対応する巡
回シフト遅延量とを送信する。このため、無線通信装置に、チャネル品質測定用信号を帯
域の一部を用いて巡回シフト遅延ダイバーシチ送信させることができ、無線通信装置の消
費電力低減を図ることができる。また、無線通信装置に部分帯域でチャネル品質測定用信
号を送信させるため、無線通信装置の送信電力を高めることができ、ＣＱＩ測定精度の向
上を図ることができる。
【００２７】
　本開示の基地局装置は、チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信す
る無線通信装置に対して、割り当てるサブキャリア数を決定するリソースサイズ決定部と
、前記無線通信装置がチャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する際
に用いる巡回シフト遅延量を、前記リソースサイズ決定部の出力に応じて設定する巡回シ
フト遅延量決定部と、前記巡回シフト遅延量決定部により設定される前記巡回シフト遅延
量に対応して前記チャネル品質測定用信号を送信する際のチャネル品質測定用帯域を選定
するチャネル品質測定用帯域選定部とを具備する構成を採る。
【００２８】
　この構成によれば、無線通信装置に対して、チャネル品質測定用信号を帯域の一部を用
いて、１回のみ巡回シフト遅延ダイバーシチ送信させることができ、無線通信装置の消費
電力低減を図ることができる。また、無線通信装置に対して、部分帯域の送信電力を高め
ることができるため、ＣＱＩ測定精度の向上を図ることができる。
【００２９】
　また、チャネル品質測定用信号を１回送信させるだけでＣＱＩ測定が可能なため、ＣＱ
Ｉ変動に対する追従性も高い。さらに、ＣＳＤ（巡回シフト遅延：Cyclic Delay Diversi
ty）送信時の伝搬路周波数応答に周期性が現れる性質を利用するため、チャネル品質測定
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用部分帯域に、良好なＣＱＩとなる部分が必ず含まれるように設定できる。さらに、伝搬
路周波数応答に周期性が現れる性質から、チャネル品質測定用部分帯域の位置を、任意に
割り当てることができるため、周波数リソース割り当ての自由度を増すことができる。
【００３０】
　また、本開示の基地局装置は、チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延して送信する
無線通信装置で用いられる巡回シフト遅延量情報を生成する巡回シフト遅延量生成部と、
前記巡回シフト遅延量情報を前記無線通信装置に送信する送信部とを具備する構成を採る
。また、本発明の無線通信装置は、基地局装置から送信される巡回シフト遅延量情報を抽
出する巡回シフト遅延量情報抽出部と、前記巡回シフト遅延量情報抽出部により抽出され
る前記巡回シフト遅延量情報を用いて、前記基地局装置にチャネル品質測定用信号を巡回
シフト遅延して送信する送信部とを具備する構成を採る。
 
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、無線通信装置に対し、チャネル品質の高い周波数による周波数スケジ
ューリングが可能となり、周波数利用効率の高い通信を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００３３】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る無線通信装置１の構成を示すブロック図であり、
図２は、図１の無線通信装置１とともに無線通信システムを構成する基地局装置２の構成
を示すブロック図である。
【００３４】
　これら図１に示す無線通信装置１及び図２に示す基地局装置２を説明する前に、まず、
無線通信装置１と基地局装置２とを有する無線通信システムにおいて、無線通信装置の上
り回線を用いたユーザデータ送信のための、基地局装置と無線通信装置の通信手順を説明
する。具体的には、本発明における上り回線チャネル品質測定の手順及び上り回線を用い
たユーザデータ通信手順を説明する。
【００３５】
　＜通信手順（１）＞
　まず、無線通信装置１は、上り回線でのユーザデータ送信のためのスケジューリング要
求を行う。この際に、送信を行おうとしているユーザデータに関するＱｏＳ情報、データ
量等に関する情報を基地局装置２に送信する。
【００３６】
　＜通信手順（２）＞
　基地局装置２は、通信手順（１）における無線通信装置１からのスケジューリング要求
に基づいて、周波数リソースとして割り当てる周波数帯域幅すなわちサブキャリア数（リ
ソースブロックサイズ）を決定する。そして、当該無線通信装置１に割り当てるリソース
サイズより広い範囲の周波数幅をもつ部分帯域を選定して、チャネル品質（ＣＱＩ）測定
を行う部分帯域（以下、チャネル品質測定用部分帯域という）ΔＣＱＩとする。続いて、
基地局装置２は、チャネル品質測定用パイロット信号のパラメータを無線通信装置１に通
知する。なお、チャネル品質測定用の部分帯域は、実際に割り当てられる帯域よりも広い
ものとなっている。
【００３７】
　ここで、チャネル品質測定用パイロット信号のパラメータとしては、２－ａ）選定され
たチャネル品質測定用部分帯域に関する部分帯域の位置と、その帯域幅に関する情報を含
む周波数スケジューリング情報と、２－ｂ）巡回シフト遅延ダイバーシチ送信を行う際の
巡回シフト遅延量情報及び、２－ｃ）チャネル品質測定用に用いるパイロット信号の送信
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方法（パイロット信号系列、送信タイミング）に関するパイロット信号情報を含む。
【００３８】
　＜通信手順（３）＞
　無線通信装置１は、通信手順（２）にて基地局装置２から送信された上記の周波数スケ
ジューリング情報と、巡回シフト遅延量情報、及びチャネル品質測定用パイロット信号情
報を受信する。そして、無線通信装置１は、チャネル品質測定用部分帯域を用いて、指定
のパイロット信号系列によりチャネル品質測定用パイロット信号を、指定の巡回シフト遅
延量を用いて、巡回シフト遅延ダイバーシチ送信（ＣＳＤ送信）を行う。
【００３９】
　＜通信手順（４）＞
　基地局装置２は、通信手順（３）にて無線通信装置１から送信される巡回シフト遅延ダ
イバーシチ送信（ＣＳＤ送信）を受けて、無線通信装置１毎に先に指定したチャネル品質
測定用部分帯域におけるチャネル品質を測定する。そして、基地局装置２は、チャネル品
質測定結果に基づいて、無線通信装置１毎に割り当てるサブキャリアを決定して、周波数
スケジューリング情報として、無線通信装置１に送信する。また、基地局装置２は、無線
通信装置１に対して、割り当てたサブキャリアにおける、ユーザデータ送信時の符号化率
及び多値変調数に関する情報（ＭＣＳ情報）も含めて無線通信装置１に送信する。なお、
この通信手順（４）において基地局装置２から無線通信装置１に送信される周波数スケジ
ューリング情報に含まれる割り当てたサブキャリアは、周波数リソースブロックサイズ（
リソースサイズ：以下「ＲＢサイズ」）ΔＲＢともいう。周波数リソースサイズΔＲＢは
、受信した無線通信装置１が、基地局装置２に対し、実際に上り回線にてユーザデータを
送信する際の周波数帯域の位置と幅を示す。
【００４０】
　＜通信手順（５）＞
　無線通信装置１は、通信手順（４）にて基地局装置２から送信された信号から、周波数
スケジューリング情報として基地局装置２が割り当てたサブキャリアを抽出し、この割り
当てられたサブキャリアを用いてユーザデータを送信する。この際、ユーザデータは、チ
ャネル品質測定用パイロット信号の送信時と同じ巡回シフト遅延量を用いてＣＳＤ送信す
る。
【００４１】
　なお、本実施の形態１では、上り回線での無線通信装置１の伝送方式としてＳＣ－ＦＤ
ＭＡ（シングルキャリア周波数分割多元アクセス）を用いたものとして説明するが、これ
に限定されず、例えばＯＦＤＭ、または、ＯＦＤＭＡのようにＦＤＭＡに適用できる伝送
方式であればよい。
【００４２】
　例えば、本実施の形態１において、無線通信装置１の伝送方式をＯＦＤＭＡにする場合
、図１に示す無線通信装置１では、ＤＦＴ部１４に代えて、入力されるシリアルデータを
パラレルデータに変換するシリアル／パラレル変換部（Ｓ/Ｐ変換部）を設ける構成とな
る。ここで、Ｓ/Ｐ変換部は、信号多重部１３の出力に対し、所定数シンボル数ＮＤＦＴ

のブロック単位（以下、シンボルデータブロックという）毎に、データ形式をシリアルか
らパラレルデータに変換（以下、Ｓ/Ｐ変換という）し、サブキャリアマッピング部１５
に入力する。
【００４３】
　また、図２に示す基地局装置２は、下り回線における伝送方式としてＯＦＤＭ（Orthog
onal Frequency Division Multiplexing：直交周波数分割多重多元アクセス）を用いた構
成として示しているがこれに限定されない。
【００４４】
　以下、図１及び図２を用いて本実施の形態１に係る無線通信装置１及び基地局装置２に
ついて詳細に説明する。
【００４５】
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　符号化変調部１０は、無線通信装置１から基地局装置２に送信するビットデータ系列か
らなるユーザデータに対し、所定の誤り訂正符号化を施し、更に所定の変調多値数の変調
方式（例えば、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ変調）を用いてシンボルデータ系列信
号を生成し、信号多重部１３に出力する。ここで、誤り訂正符号化を行う際の符号化率及
び変調多値数に関するＭＣＳ情報（Modulation and Coding Schemes）は、基地局装置２
から送信される制御信号からＭＣＳ情報を抽出するＭＣＳ情報抽出部３４の出力に基づい
て設定する。この設定により伝搬路状況に応じた適応変調が可能となる。
【００４６】
　符号化変調部１１は、無線通信装置１から基地局装置２に送信するビットデータ系列か
らなる制御情報に対し、所定の誤り訂正符号化を施し、更に所定の変調多値数の変調方式
（例えばＢＰＳＫ変調、ＱＰＳＫ変調）を用いてシンボルデータ系列信号を生成する。
【００４７】
　ここで、誤り訂正符号化を行う際の符号化率及び変調多値数は、予め固定のものを用い
る。一般的に、制御情報は高品質伝送を必要とするためＢＰＳＫ変調或いはＱＰＳＫ変調
で、低い符号化率を用いて伝送する。ここで、制御情報として上り回線を用いたユーザデ
ータ送信のためのスケジューリング要求を行う場合では、前記スケジューリング要求情報
を含む。
【００４８】
　パイロット信号生成部１２は、基地局装置２に対し予め既知となる信号系列であるパイ
ロット信号を生成し、信号多重部１３に出力する。ここで、パイロット信号に用いる信号
系列は、基地局装置２から送信される制御信号からパイロット信号情報を抽出するパイロ
ット信号情報抽出部３５の出力に基づいて設定する。なお、パイロット信号は制御情報を
復調復号するためのチャネル推定用パイロット信号を含む。
【００４９】
　具体的には、通信手順（３）においてパイロット信号生成部１２が、基地局装置２に対
し予め既知となる信号系列であるパイロット信号を生成する際には、パイロット信号に用
いる信号系列は、基地局装置２から送信される制御信号からチャネル品質測定用に関する
パイロット信号情報を抽出するパイロット信号情報抽出部３５の出力に基づいて設定する
。
【００５０】
　このようなチャネル品質測定用パイロット信号のサブキャリア配置には、localized配
置或いはdistributed配置を用いる。また、この際の、他の無線通信装置におけるチャネ
ル品質測定用パイロット信号の多重は、ＦＤＭ、ＣＤＭ或いはＴＤＭを用いる。また、ユ
ーザデータに対する復調用パイロット信号との多重は、ＦＤＭ、ＣＤＭ或いはＴＤＭを用
いる。
【００５１】
　信号多重部１３は、パイロット信号生成部からのみの入力又は、符号化変調部１１及び
パイロット信号生成部１２からの入力を多重する。
【００５２】
　また、信号多重部１３は、符号化変調部１０、符号化変調部１１、パイロット信号生成
部１２からの入力を多重する。なお、信号多重部１３における多重化方法は、ＴＤＭ、Ｆ
ＤＭ、ＣＤＭの何れかの方法またはそれらの組み合わせを用いて多重する方法を用いる。
【００５３】
　ＤＦＴ部１４は、信号多重部１３の出力に対し、周波数スケジューリング情報抽出部３
６からの情報を用いて、所定数シンボル数ＮＤＦＴのブロック単位毎（以下、シンボルデ
ータブロック）に、データ形式をシリアルからパラレルデータに変換し（以下、Ｓ／Ｐ変
換）、離散フーリエ変換（Discrete Fourier Transform）を行い、サブキャリアマッピン
グ部１５に入力する。
【００５４】
　これにより時間領域のシンボルデータブロックは、周波数領域の複素数からなる周波数
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データブロックに変換される。なお、所定数シンボル数ＮＤＦＴは、周波数スケジューリ
ング情報抽出部３６から入力される、当該無線通信装置１に対する周波数スケジューリン
グ情報を基に決定する。
【００５５】
　所定数シンボル数ＮＤＦＴが基づく無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情
報は、例えば、上り回線スケジューリング要求情報送信のために割り当てられたサブキャ
リアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]、基地局装置により選定された
チャネル品質測定用部分帯域に関する部分帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリ
アに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]又は、上り回線ユーザデータ送信
用に割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]等
である。
【００５６】
　サブキャリアマッピング部１５は、ＤＦＴ部１４の出力である周波数データブロックを
、特定のサブキャリアにマッピング（「サブキャリアマッピング」）する。ここで、サブ
キャリアマッピングは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当該無
線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報を用いてマッピングを行う。
【００５７】
　なお、周波数スケジューリング情報は、上述したように、上り回線スケジューリング要
求情報送信のために割り当てられたサブキャリアに関する情報（サブキャリア数、サブキ
ャリア番号等]、基地局装置により選定されたチャネル品質測定用部分帯域に関する部分
帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリアに関する情報（サブキャリア数、サブキ
ャリア番号等]、及び上り回線ユーザデータ送信用に割り当てられたサブキャリアに関す
る情報（サブキャリア数、サブキャリア番号等）等である。
【００５８】
　図３は、サブキャリアマッピング部１５にて、サブキャリア上にマッピングする際のマ
ッピング処理方法の説明に供する図である。
【００５９】
　図３（ａ）はＬｏｃａｌｉｚｅｄ　ＦＤＭＡと呼ばれるタイプであり、連続したサブキ
ャリアにＮＤＦＴのサブキャリアからなる周波数データブロックを割り当てる。一方、図
３（ｂ）は、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＦＤＭＡと呼ばれるタイプであり、連続しない等
間隔（Ｌはサブキャリア間隔、但し、Ｌ＞１）離れたサブキャリア（くしの歯状のサブキ
ャリア）にＮＤＦＴのサブキャリアからなる周波数データブロックを割り当てる。なお、
割り当てられていないサブキャリアはヌルキャリアとする。
【００６０】
　ＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform）部１６は、サブキャリアマッピング部１
５の出力を、逆高速フーリエ変換して、ＣＰ（Cyclic Prefix）付加部１９及び巡回シフ
ト遅延付加部１８に出力する。
【００６１】
　ＣＰ付加部１９は、ＩＦＦＴ部１６から入力した送信データにＣＰ（Cyclic Prefix）
を用いたガード区間を挿入して送信無線部２０へ出力する。
【００６２】
　送信無線部２０は、ＣＰ付加部１９から入力した送信データを、ベースバンド周波数か
ら無線周波数へアップコンバート等してアンテナ４０―１より送信する。
【００６３】
　巡回シフト遅延付加部１８は、ＩＦＦＴ部１６から入力した信号に対し、所定の巡回シ
フト遅延量を加えた信号を出力する。ここで、巡回シフト遅延量は、基地局装置において
決定されるものであり、指定部分帯域でチャネル品質測定信号を送信する際に基地局装置
２から送信される制御情報に含まれ、巡回シフト遅延量情報抽出部３７から入力されるも
のである。無線通信装置１がスケジューリング要求を行う段階では、巡回シフト遅延量は
、基地局装置において決定されていない。このため、巡回シフト遅延付加部１８では、巡
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回シフト遅延量を予め既知の所定値に設定する。
【００６４】
　また、巡回シフト遅延量情報抽出部３７から入力された巡回シフト遅延量を保持してお
き、ユーザデータを送信する段階では、巡回シフト遅延負荷付加部１８は、保持しておい
た巡回シフト遅延量と同一の巡回シフト遅延量を用いる。
【００６５】
　なお、送信する際には、図１に示す構成の無線通信装置１と異なり、アンテナ４０－２
から送信せずに、一つのアンテナ４０―１のみから送信するようにしてもよい。一つのア
ンテナ４０―１のみから送信する場合、以下のＣＰ付加部２１、送信無線部２２の処理は
不要となる。
【００６６】
　ＣＰ付加部２１は、巡回シフト遅延付加部１８から入力した送信データに、ＣＰ（Cycl
ic Prefix）を用いたガード区間を挿入して送信無線部２２へ出力する。
【００６７】
　送信無線部２２は、ＣＰ付加部２１から入力した送信データを、ベースバンド周波数か
ら無線周波数へアップコンバート等してアンテナ４０―２より送信する。
【００６８】
　受信無線処理部３０は、アンテナ４０にて受信した各々の高周波信号に対し、増幅処理
、帯域制限処理及び周波数変換処理を施し、同相（Inphase）信号及び直交（Quadrature 
Phase）信号からなる複素のベースバンド信号として出力する。
【００６９】
　ＯＦＤＭ復調部３１は、入力された各々のベースバンド信号に対しＯＦＤＭ復調を施す
。すなわち、時間及び周波数同期処理後に、ＧＩ除去（Guard Interval）、ＦＦＴ（Fast
 Fourier Transform）処理、直列並列変換処理を行う。
【００７０】
　制御情報抽出部３２は、ＯＦＤＭ復調部３１から入力した受信信号より、基地局装置２
から送信された制御情報を抽出して復調復号部３３へ出力する。
【００７１】
　具体的に、制御情報抽出部３２が抽出する制御信号は、パイロット信号情報、チャネル
品質測定用部分帯域情報、巡回シフト遅延量情報を含む或いは、ＭＣＳ情報、パイロット
信号情報を含む。
【００７２】
　復調復号部３３は、制御情報抽出部３２から入力した制御情報を復調処理及び復号化処
理して、制御情報を出力する。
【００７３】
　ＭＣＳ情報抽出部３４は、復調復号部３３にて処理された制御情報からＭＣＳ情報を抽
出して符号化変調部１０に出力する。
【００７４】
　パイロット信号情報抽出部３５は、復調復号部３３にて処理された制御情報からパイロ
ット信号情報を抽出してパイロット信号生成部１２に出力する。
【００７５】
　周波数スケジューリング情報抽出部３６は、基地局装置２からの送信される前記チャネ
ル品質測定用帯域に関する情報を含む周波数スケジューリング情報を抽出する。具体的に
は、周波数スケジューリング情報抽出部３６は、復調復号部３３にて処理された制御情報
から周波数スケジューリング情報を抽出してＤＦＴ部１４及びサブキャリアマッピング部
１５に出力する。
【００７６】
　巡回シフト遅延量情報抽出部３７は、基地局装置２から送信される巡回シフト遅延量情
報を抽出する。具体的には、巡回シフト遅延量情報抽出部３７は、復調復号部３３にて処
理された制御情報から巡回シフト遅延量情報を抽出して巡回シフト遅延付加部１８に出力
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する。
【００７７】
　言い換えれば、復調復号部３３からの制御情報のうち、パイロット信号情報、周波数ス
ケジューリング情報及び巡回シフト遅延量情報は、それぞれ、パイロット信号情報抽出部
３５、周波数スケジューリング情報抽出部３６及び巡回シフト遅延量情報抽出部３７に出
力される。また、制御情報のうち、ＭＣＳ情報、パイロット信号情報、及び周波数スケジ
ューリング情報は、それぞれ、ＭＣＳ情報抽出部３４、パイロット信号情報抽出部３５、
及び周波数スケジューリング情報抽出部３６に出力される。
【００７８】
　なお、複数のアンテナからのベースバンド信号が復調復号部３３に入力される場合は、
それぞれの信号に対し最大比合成受信処理を行う。これにより受信品質の向上が図れる。
図１に示す無線通信装置１では、２アンテナで受信される場合の構成を示すが、これに限
定されず１アンテナ受信でも、或いは３アンテナ受信でもよい。
【００７９】
　次に、基地局装置２について説明する。
【００８０】
　図２に示す基地局装置２において、受信無線処理部５０は、アンテナ１００にて受信し
た高周波信号に対し、増幅処理、帯域制限処理及び周波数変換処理を施し、同相（Inphas
e）信号及び直交（Quadrature Phase）信号からなる複素のベースバンド信号として出力
する。
【００８１】
　ＯＦＤＭ復調部５１は、入力された各々のベースバンド信号に対しＯＦＤＭ復調を施す
。すなわち、時間及び周波数同期処理後に、ＧＩ除去（Guard Interval）、ＦＦＴ（Fast
 Fourier Transform）処理、直列並列変換処理を行い、制御情報抽出部５２及びパイロッ
ト信号抽出部７０に出力する。
【００８２】
　制御情報抽出部５２は、ＯＦＤＭ復調部５１から入力した受信信号より、無線通信装置
１から送信されたユーザデータ伝送のためのスケジューリング要求情報を含む制御情報を
抽出して復調復号部５３へ出力する。
【００８３】
　復調復号部５３は、制御情報抽出部５２から入力した制御情報を復調処理及び復号化処
理する。復調復号部５３は、制御情報のうち、スケジューリング要求情報は、リソースブ
ロックサイズ決定部５４に出力する。この際、スケジューリング要求情報は、基地局装置
２の配下にある複数の無線通信装置１―１～Ｎからのスケジューリング要求情報を含む。
【００８４】
　リソースブロックサイズ決定部５４は、通信相手の無線通信装置に割り当てるサブキャ
リア数を決定する。具体的に、リソースブロックサイズ決定部５４は、スケジューリング
要求情報に基づいて、上り回線におけるユーザデータ伝送のための周波数リソースサイズ
を決定し、巡回シフト遅延量決定部５５に出力する。リソースブロックサイズ決定部５４
は、他のユーザの無線通信装置１とのシェアリング方法、対象となる無線通信装置１から
送信される送信データの量、送信データのＱｏＳ、送信データに対する応答速度などを用
いて周波数スケジューリングを行うことによって、無線通信装置１にてユーザデータ送信
に用いられる部分帯域幅を決定する。
【００８５】
　ここで、周波数リソースブロックサイズ（リソースサイズ：「ＲＢサイズ」）は、無線
通信装置１におけるサブキャリアマッピング部１５で、ユーザデータのマッピングを行う
際のサブキャリア数に相当するものである。
【００８６】
　巡回シフト遅延量決定部５５は、無線通信装置１がチャネル品質測定用信号やユーザデ
ータを巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する際の巡回シフト遅延量をリソースブロックサ
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イズ決定部５４により決定されたサブキャリア数に応じて設定する。
【００８７】
　具体的に、巡回シフト遅延量決定部５５は、周波数リソースサイズに基づき、巡回シフ
ト遅延時間を決定してチャネル品質測定用帯域選定部５６及び制御情報生成部５７に出力
する。言い換えれば、巡回シフト遅延量決定部５５は、リソースブロックサイズ決定部５
４にて決定される部分帯域幅を備えるブロックサイズの位置が、最低一周期で決定される
ように巡回シフト遅延時間（巡回シフト遅延量）を決定して出力している。
【００８８】
　チャネル品質測定用帯域選定部５６は、巡回シフト遅延量決定部５５により設定される
巡回シフト遅延量に対応して無線通信装置１がチャネル品質測定用信号を送信する際のチ
ャネル品質測定用帯域を選定する。また、チャネル品質測定用帯域選定部５６は、巡回シ
フト遅延ダイバーシチ送信時における巡回シフト遅延量の逆数に応じて、選定するチャネ
ル品質測定用帯域の帯域幅を可変させる。
【００８９】
　具体的に、チャネル品質測定用帯域選定部５６は、入力される周波数リソースサイズに
基づき、スケジューリングを行い、上り回線においてチャネル品質測定用パイロット信号
を送信するチャネル品質測定用部分帯域を決定して制御情報生成部５７に出力する。チャ
ネル品質測定用帯域選定部５６は、ＣＱＩを測定する幅を、遅延量の決定に伴い決定され
る周期幅に対して、少なくとも一致させるか、あるいは広めに取るかを決定する。これに
伴いチャネル品質測定用帯域選定部５６は、ＣＱＩ測定用の帯域の絶対的な位置も決定す
る。
【００９０】
　ここで、巡回シフト遅延量決定部５５では、巡回シフト遅延時間（巡回シフト遅延量）
τは、以下のような方法で決定する。
【００９１】
　まず、割り当てようとするＲＢサイズ（ΔＲＢ）に基づき、巡回シフト遅延量τを決定
する。図４は、割り当てようとするＲＢサイズ（ΔＲＢ）、巡回シフト遅延量（τ）、チ
ャネル品質測定用部分帯域ΔＣＱＩの関係を示す図である。なお、図４はＣＳＤ送信時の
伝搬路周波数応答を示しており、巡回シフト遅延量を加えた巡回シフト遅延ダイバーシチ
送信を行うことによって元々フラットの伝搬路に周期的な波が発生したものとなっている
。また、図４に示す伝搬路周波数における周期的に存在する山の位置は、巡回シフト遅延
量（位相関係）によって可変する。また、図４において、ΔＲＢの幅は、リソースブロッ
クサイズ決定部５４により決定され、ΔＣＳＤで示す周期となるように巡回シフト遅延量
決定部５５では遅延量を決定する。またΔＣＱＩは、チャネル品質測定用帯域選定部５６
によって、ＣＳＤの周期の決定に基づいて決定される。
【００９２】
　ここで、ΔＣＳＤは、巡回シフト遅延量（τ）による巡回シフト遅延送信（以下、「Ｃ
ＳＤ送信」という）時の伝搬路周波数応答に現れるノッチの１周期を意味する。ここで、
ΔＣＳＤはΔＲＢより十分大きくする。
【００９３】
例えば、ΔＣＳＤ＝αΔＲＢ、α＝２～１０の関係を満たすようにΔＣＳＤを決定し、τ
＝１／（αΔＲＢ）に示すように最終的に巡回シフト遅延量（τ）を決定する。
【００９４】
　ここで、係数αは、以下のように１）固定の値としてもよいし、２）可変する制御を加
えてもよい。　
　１）係数αを常に固定の値とする場合、上述した関係からΔＣＳＤを基に、ΔＲＢ及び
巡回シフト遅延量（τ）を算出できる。このため、巡回シフト遅延量（τ）に関する情報
を基地局装置から送信する必要がなくなり、制御信号の情報量を低減することにより、デ
ータ伝送効率を高めることができる。この場合、無線通信装置においては、ΔＣＳＤを基
に巡回シフト遅延量（τ）を算出するために、図１の構成を図１１に示すような構成にす
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ることで実現できる。図１１は実施の形態１に係る無線通信装置の別例を示す図である。
すなわち、周波数スケジューリング情報抽出部３６の出力を基に、巡回シフト遅延量情報
抽出部３７ａにおいて、ΔＣＳＤを基にΔＲＢを算出し、巡回シフト遅延量（τ）を算出
し、巡回シフト遅延付加部１８に出力する。　
　２）係数αを可変する場合、例えば、マルチアクセスする他の無線端末装置の多寡によ
り係数αを制御する。すなわち、アクセスする他の無線通信装置が少ない場合には、より
大きな係数αにする制御を加える。これにより、アクセスする他の無線通信装置が比較的
少ない場合には、ΔＣＳＤを大きくすることで、より品質の高いサブキャリアをユーザデ
ータ送信に割り当てることができ、周波数利用効率の改善を図ることができる。
【００９５】
　ここで、巡回シフト遅延量（τ）は、ＩＦＦＴ部６４からの出力信号のサンプリング間
隔単位で遅延を与えることで、巡回シフト遅延付加部における遅延付加の回路構成を簡易
にすることができる。この場合、下記式（１）に示すように巡回シフト遅延量を与える。
【００９６】

【数１】

　ここで、NfftはＩＦＦＴ部におけるＦＦＴサイズ、NrbはΔＲＢに含まれるサブキャリ
ア数、Tsはサンプリング間隔[s]である。
【００９７】
　なお、（Nfft/αNrb）が整数値をとらない場合は、切り上げ処理、切り下げ処理或いは
丸め処理を行い、巡回シフト遅延量τを、サンプリング間隔Tsの整数倍となるように設定
することができる。
【００９８】
　また、チャネル品質測定用帯域選定部５６では、巡回シフト遅延決定部５５から入力さ
れる情報を用いて、チャネル品質測定用部分帯域ΔＣＱＩは、ΔＣＳＤ以上にする（ΔＣ
ＱＩ≧ΔＣＳＤ）。このように、ΔＣＱＩをΔＣＳＤ以上とすることで、ＣＳＤ送信時の
伝搬路周波数応答に現れるノッチの１周期以上の周波数範囲にわたり上り回線のチャネル
品質測定を基地局装置が行うことができる。
【００９９】
　これにより基地局装置２は、チャネル品質測定用部分帯域内で、チャネル品質の変動が
極大値を取る良好な帯域を必ず含むようにできる。
【０１００】
　以上により、基地局装置２では、巡回シフト遅延量（τ）、チャネル品質測定用部分帯
域ΔＣＱＩの帯域幅を決定することができる。最後にΔＣＱＩの割り当ては、基地局装置
２において、任意に設定する。或いは、基地局装置２は、ΔＣＱＩとして、他の無線通信
装置１との周波数スケジューリングの結果を反映して特定の部分的な周波数を割り当てる
。
【０１０１】
　この処理は、ＣＳＤ送信時に伝搬路周波数応答にノッチに周期性が現れる性質をもつた
め、特に、チャネル品質測定用部分帯域ΔＣＱＩの帯域幅程度で周波数分割し、異なる分
割帯域毎の平均電力が大きく変動しないチャネル伝搬路応答をもつ場合に有効である。こ
れにより、ＲＢ割り当ての自由度を増加させることができる。
【０１０２】
　制御情報生成部５７は、巡回シフト遅延量決定部５５及びチャネル品質測定用帯域選定
部５６の出力を用いて、１）巡回シフト遅延量情報及び、２）チャネル品質測定用部分帯
域情報を含み、さらに、チャネル品質測定用パイロット信号に用いるパイロット信号の送
信方法に関するパイロット信号情報、を含む制御信号を生成して制御情報として符号化変
調部６０に出力する。
【０１０３】
　また、制御情報生成部５７は、サブキャリア割当部７２及びＭＣＳ決定部７３の出力を
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用いて、１）周波数スケジューリング情報及び、２）ＭＣＳ情報を含む制御信号を生成し
て制御情報として符号化変調部６０に出力する。
【０１０４】
　符号化変調部６０は、無線通信装置１から基地局装置２に送信するビットデータ系列か
らなる制御情報に対し、所定の誤り訂正符号化を施し、更に所定の変調多値数の変調方式
（例えばＢＰＳＫ変調、ＱＰＳＫ変調）を用いてシンボルデータ系列信号を生成する。
【０１０５】
　ここで、誤り訂正符号化を行う際の符号化率及び変調多値数は、予め設定された固定の
ものを用いる。一般的に、制御情報は、高品質伝送を必要とするためＢＰＳＫ変調或いは
ＱＰＳＫ変調で、低い符号化率を用いて伝送される。
【０１０６】
　符号化変調部６１は、無線通信装置１から基地局装置２に送信するビットデータ系列か
らなるユーザデータに対し、所定の誤り訂正符号化を施し、更に所定の変調多値数の変調
方式（例えばＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ変調）を用いてシンボルデータ系列信号
を生成し、信号多重部６２に出力する。
【０１０７】
　信号多重部６２は、符号化変調部６０、符号化変調部６１からの入力を多重する。多重
化方法はＴＤＭ、ＦＤＭ、ＣＤＭの何れかの方法またはそれらの組み合わせを用いて多重
し、周波数データブロックとして、サブキャリアマッピング部６３に出力する。
【０１０８】
　サブキャリアマッピング部６３は、信号多重部６２の出力である周波数データブロック
を、特定のサブキャリアにマッピング（以下、サブキャリアマッピング）し、ＩＦＦＴ部
６４に出力する。
【０１０９】
　具体的には、サブキャリアマッピング部６３は、当該無線通信装置１に対する周波数ス
ケジューリング情報（下り回線送信時に割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブ
キャリア数、サブキャリア番号等]）を用いてマッピングを行う。
【０１１０】
　ＩＦＦＴ(Inverse Fast Fourier Transform)部６４は、サブキャリアマッピング部６３
の出力を、逆高速フーリエ変換して、ＣＰ付加部６５に出力する。
【０１１１】
　ＣＰ付加部６５は、ＩＦＦＴ部６４から入力した送信データにＣＰ（Cyclic Prefix）
を用いたガード区間を挿入して送信無線部６６へ出力する。
【０１１２】
　送信無線部６６は、ＣＰ付加部６５から入力した送信データを、ベースバンド周波数か
ら無線周波数へアップコンバート等してアンテナ１００より送信する。
【０１１３】
　一方、パイロット信号抽出部７０は、無線通信装置１から送信されるチャネル品質測定
用信号を抽出する。具体的には、パイロット信号抽出部７０は、ＯＦＤＭ復調部５１から
入力された受信信号より、無線通信装置１から送信されたチャネル品質測定用パイロット
信号を抽出して受信品質測定部７１へ出力する。
【０１１４】
　受信品質測定部７１は、パイロット信号抽出部７０の出力に基づいてサブキャリア毎の
受信品質を測定する。具体的には、受信品質測定部７１は、入力されたチャネル品質測定
用パイロット信号を用いて、チャネル品質測定用部分帯域内におけるサブキャリア毎のチ
ャネル品質を測定してサブキャリア割当部７２に出力する。このチャネル品質は、パイロ
ット信号を用いて、ＣＩＲ（Carrier to Interferer Ratio）またはＳＩＲ（Signal to I
nterferer Ratio）、ＳＮＲ（Signal to Noise Ratio）等の任意の測定値を用いる。
【０１１５】
　なお、基地局装置２が複数の受信アンテナを有する場合、それぞれのアンテナ毎に、受
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信無線処理部５０、ＯＦＤＭ復調部５１、パイロット信号抽出部７０を設け、アンテナ毎
のチャネル品質測定用パイロット信号の受信結果を用いて、受信品質の測定を行う。すな
わち、各アンテナで受信された信号成分の電力を合成した合成信号電力に基づき、ＣＩＲ
、ＳＮＲ、ＳＩＲといった測定値を用いる。また、基地局装置２は、制御情報抽出部５２
、復調復号部５３、パイロット信号抽出部７０、信号品質測定部７１を含む受信信号処理
部２００を、ここでは、複数Ｎ個有する。基地局装置２ｄにてＯＦＤＭ復調部５１にて復
調される信号が、複数の無線通信装置１ｄ―１～Ｎで送信された信号を含む場合、Ｎ個の
受信信号処理部２００では、各無線通信装置に対して受信信号処理部は個別に上述した処
理を行う。具体的には、第ｋ番目の無線通信装置１ｄ―ｋに対しては受信信号処理部２０
０―ｋが上述した処理を行う。
【０１１６】
　サブキャリア割当部７２は、受信品質測定部７１により測定された受信品質を用いて無
線通信装置１に対するサブキャリアを割り当てる。具体的には、サブキャリア割当部７２
は、受信品質測定部７１から入力された各ユーザの無線通信装置のサブキャリア毎のチャ
ネル品質情報に基づき、リソースブロックサイズ決定部５４からのＲＢサイズを用いて、
スケジューリングアルゴリズムに基づいてスケジューリングを行い、ＭＣＳ決定部７３及
び制御情報生成部５７に出力する。
【０１１７】
　すなわち、サブキャリア割当部７２は、リソースブロックサイズ決定部５４で決定され
た、各ユーザの無線通信装置毎に割り当てられたＲＢサイズ、すなわち使用可能なサブキ
ャリア数を把握しており、ＲＢサイズの範囲内にて各無線通信装置１からユーザデータ送
信する上り回線に使用するサブキャリアが、好適な受信品質となるものを選択して割り当
てる。
【０１１８】
　この際のサブキャリア割当部７２におけるサブキャリアの割当としては、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａを用いる際は、図３で示したLocalizedタイプとdistributedタイプのいずれかを用いて
割り当てる。なお、ＳＣ－ＦＤＭＡでなく、ＯＦＤＭを用いる場合、サブキャリア割当部
７２では、任意のサブキャリア割当が可能である。そして、サブキャリア割当部７２によ
り各無線通信装置1―１～Ｎに割り当てたサブキャリアの情報を周波数スケジューリング
情報としてＭＣＳ決定部７３及び制御情報生成部５７に出力する。
【０１１９】
　ＭＣＳ決定部７３は、サブキャリア割当部７２で周波数スケジューリング情報とそのチ
ャネル品質情報を基に、サブキャリア毎或いは複数のサブキャリアをセットにしたサブキ
ャリアブロック毎に、変調多値数及び符号率等のＭＣＳを適応的に選択して制御情報生成
部５７に出力する。
【０１２０】
　即ち、ＭＣＳ決定部７３は、各ユーザの無線通信装置１―１～Ｎから送られてきたサブ
キャリア毎のチャネル品質情報より、各無線通信装置１―１～Ｎに対し割り当てられたサ
ブキャリア毎の受信品質を判定することができる。これにより、ＭＣＳ決定部７３は、各
無線通信装置１－１～Ｎの各サブキャリアの受信品質に応じたＭＣＳを選択する。そして
、ＭＣＳ決定部７３は、各サブキャリアについての選択した変調多値数及び符号化率情報
をＭＣＳ情報として制御情報生成部５７に出力する。
【０１２１】
　次に、以下、図１及び図２を用いて、上記構成を有する無線通信装置１と、無線通信装
置１の上位局装置である基地局装置２との通信手順（１）～通信手順（４）における動作
の詳細について順次説明する。
【０１２２】
＜通信手順（１）における無線通信装置１の動作＞
　無線通信装置１では、符号化変調部１１が、無線通信装置１から基地局装置２に送信す
るビットデータ系列からなる制御情報に対し、所定の誤り訂正符号化を施し、更に、所定
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の変調多値数の変調方式を用いてシンボルデータ系列信号を生成する。
【０１２３】
　ここで、誤り訂正符号化を行う際の符号化率及び変調多値数は、予め固定のものが用い
られ、一般的に、制御情報は高品質伝送を必要とするためＢＰＳＫ変調或いはＱＰＳＫ変
調等による低い符号化率を用いて伝送する。なお、制御情報として上り回線を用いたユー
ザデータ送信のためのスケジューリング要求情報を含む。
【０１２４】
　一方、パイロット信号生成部１２は、基地局装置１に対し予め既知となる信号系列であ
るパイロット信号を生成し、信号多重部１３に出力する。ここで、パイロット信号に用い
る信号系列は、基地局装置１から送信される制御信号からパイロット信号情報を抽出する
パイロット信号情報抽出部３５の出力に基づいて設定され、抽出されるパイロット信号は
、制御情報を復調復号するためのチャネル推定用パイロット信号を含む。
【０１２５】
　符号化変調部１１、パイロット信号生成部１２からの入力は、信号多重部１３によって
、ＴＤＭ、ＦＤＭ、ＣＤＭの何れかの方法またはそれらの組み合わせを用いて多重され、
ＤＦＴ部１４に出力される。
【０１２６】
　ＤＦＴ部１４は、信号多重部１３の出力に対して、所定数シンボル数ＮＤＦＴのブロッ
ク単位毎（以下、シンボルデータブロック）に、Ｓ／Ｐ変換及び離散フーリエ変換を行い
、サブキャリアマッピング部１５に出力する。この処理により時間領域のシンボルデータ
ブロックは、周波数領域の複素数からなる周波数データブロックに変換される。
【０１２７】
　なお、所定数シンボル数ＮＤＦＴは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力
される、当該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（上り回線スケジュー
リング要求情報送信のために割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数
、サブキャリア番号等]）を基に決定する。
【０１２８】
　サブキャリアマッピング部１５は、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力さ
れる、当該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（上り回線スケジューリ
ング要求情報送信のために割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、
サブキャリア番号等]）を基に、ＤＦＴ部１４の出力である周波数データブロックをサブ
キャリアマッピングする。
【０１２９】
　ＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform）部１６は、サブキャリアマッピング部１
５の出力を、逆高速フーリエ変換して、ＣＰ付加部１９及び巡回シフト遅延付加部１８に
出力する。
【０１３０】
　ＣＰ付加部１９は、ＩＦＦＴ部１６から入力した送信データにＣＰを用いたガード区間
を挿入して送信無線部２０へ出力し、送信無線部２０において、ＣＰ付加部１９からの送
信データを、ベースバンド周波数から無線周波数へアップコンバート等してアンテナ４０
―１より送信する。
【０１３１】
　巡回シフト遅延付加部１８は、ＩＦＦＴ部１６からの信号に対して、所定の巡回シフト
遅延量を加えて、ＣＰ付加部２１に出力する。ここで、巡回シフト遅延量は、この段階で
は基地局装置において決定されていないため、予め既知の所定値に設定する。この巡回シ
フト遅延量は、アンテナ４０－２から送信せずに、一つのアンテナ４０―１のみから送信
してもよい。一つのアンテナ４０―１のみから送信する場合、以下のＣＰ付加部２１、送
信無線部２２の処理は不要である。
【０１３２】
　ＣＰ付加部２１は、巡回シフト遅延付加部１８から入力した送信データにＣＰを用いた
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ガード区間を挿入して送信無線部２０へ出力し、送信無線部２２を介して、送信データは
、ベースバンド周波数から無線周波数へアップコンバート等されてアンテナ４０―２より
送信される。
【０１３３】
　このようにして無線通信装置１は、基地局２に対して、上り回線でのユーザデータ送信
のためのスケジューリング要求を行う。
【０１３４】
＜通信手順（２）における基地局装置２の動作＞
　通信手順（１）にて無線通信装置１から送信されたデータを受けた図２に示す基地局装
置２では、受信無線処理部５０は、アンテナ１００にて受信した高周波信号に対し、増幅
処理、帯域制限処理及び周波数変換処理を施し、同相信号及び直交信号からなる複素のベ
ースバンド信号として出力する。
【０１３５】
　次いで、ＯＦＤＭ復調部５１は、入力された各々のベースバンド信号に対し、時間及び
周波数同期処理後に、ＧＩ除去、ＦＦＴ処理、直列並列変換処理等のＯＦＤＭ復調を施す
。
【０１３６】
　次いで、制御情報抽出部５２は、ＯＦＤＭ復調部５１から入力された受信信号より、無
線通信装置１から送信されたユーザデータ伝送のためのスケジューリング要求情報を含む
制御情報を抽出して復調復号部５３へ出力する。
【０１３７】
　復調復号部５３は、制御情報抽出部５２から入力した制御情報を復調処理及び復号化処
理して、制御情報を出力する。このうち、スケジューリング要求情報は、リソースブロッ
クサイズ決定部５４に出力する。この際、スケジューリング要求情報は、基地局装置の配
下にある複数の無線通信装置１―１～Ｎからのスケジューリング要求情報を含む。
【０１３８】
　リソースブロックサイズ決定部５４は、スケジューリング要求情報を基に、上り回線に
おけるユーザデータ伝送のためのＲＢサイズ（無線通信装置１におけるサブキャリアマッ
ピング部１５で、ユーザデータのマッピングを行う際のサブキャリア数に相当）を決定す
る。
【０１３９】
　巡回シフト遅延量決定部５５は、ＲＢサイズに基づき、巡回シフト遅延時間を決定して
チャネル品質測定用帯域選定部５６及び制御信号生成部５７に出力する。
【０１４０】
　チャネル品質測定用帯域選定部５６は、ＲＢサイズに基づき、上り回線においてチャネ
ル品質測定用パイロット信号を送信するチャネル品質測定用部分帯域を決定する。
【０１４１】
　なお、巡回シフト遅延時間τ、チャネル品質測定用部分帯域ΔＣＱＩ及びチャネル品質
測定用部分帯域ΔＣＱＩの割当は、図４を参照して上述した方法で決定する。
【０１４２】
　制御情報生成部５７は、巡回シフト遅延量決定部５５及びチャネル品質測定用帯域選定
部５６の出力を用いて、１）巡回シフト遅延量情報及び、２）チャネル品質測定用部分帯
域情報を含み、さらに、チャネル品質測定用パイロット信号に用いるパイロット信号の送
信方法に関するパイロット信号情報、を含む制御信号を生成して符号化変調部６０に出力
する。
【０１４３】
　符号化変調部６０は、無線通信装置１から基地局装置２に送信するビットデータ系列か
らなる制御情報に対し、所定の誤り訂正符号化を施し、更に所定の固定値である変調多値
数の変調方式を用いてシンボルデータ系列信号を生成して信号多重部６２に出力する。な
お、一般的に、制御情報は高品質伝送を必要とするためＢＰＳＫ変調或いはＱＰＳＫ変調
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で、低い符号化率を用いて伝送する。
【０１４４】
　符号化変調部６１は、無線通信装置１から基地局装置２に送信するビットデータ系列か
らなるユーザデータに対し、所定の誤り訂正符号化を施し、更に所定の変調多値数の変調
方式（例えばＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ変調）を用いてシンボルデータ系列信号
を生成する。
【０１４５】
　信号多重部６２は、符号化変調部６０、符号化変調部６１からの入力を、ＴＤＭ、ＦＤ
Ｍ、ＣＤＭの何れかの方法またはそれらの組み合わせを用いて多重して出力する。
【０１４６】
　サブキャリアマッピング部６３は、信号多重部６２の出力である周波数データブロック
を、特定のサブキャリアに、無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（下り
回線送信時に割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア
番号等]）を基にサブキャリアマッピングを行う。
【０１４７】
　ＩＦＦＴ部６４は、サブキャリアマッピング部６３の出力を、逆高速フーリエ変換して
、ＣＰ付加部６５に出力し、ＣＰ付加部６５にて、ＩＦＦＴ部６４から入力した送信デー
タにＣＰを用いたガード区間を挿入して、送信無線部６６へ出力する。
【０１４８】
　送信無線部６６は、ＣＰ付加部６５から入力した送信データを、ベースバンド周波数か
ら無線周波数へアップコンバート等してアンテナ１００より送信する。
【０１４９】
　このように基地局装置２は、無線通信装置１から上り回線でユーザデータ送信のための
スケジューリング要求を受信した後、ＣＱＩを測定するための帯域を含む周波数スケジュ
ーリング情報、巡回シフト遅延量情報及びチャネル品質測定用パイロット信号情報を送信
する。なお、ＣＱＩを測定するための帯域は、実際に割り当てられる帯域よりも広いもの
としている。また、巡回シフト遅延量情報は、無線通信装置１にて巡回シフト遅延ダイバ
シチ送信（ＣＳＤ）する際に用いられる。
【０１５０】
＜通信手順（３）における無線通信装置１の動作＞
　無線通信装置１では、アンテナ４０を介して基地局装置２からの送信データを受信して
、受信無線処理部３０にて処理を行う。
【０１５１】
　詳細には、無線通信装置１では、受信無線処理部３０は、アンテナ４０にて受信した各
々の高周波信号に対し、増幅処理、帯域制限処理及び周波数変換処理を施し、基地局装置
２からの送信データを同相信号及び直交信号からなる複素のベースバンド信号として出力
する。
【０１５２】
　ＯＦＤＭ復調部３１は、入力された各々のベースバンド信号に対して、時間及び周波数
同期処理後に、ＧＩ除去、ＦＦＴ処理、直列並列変換処理等のＯＦＤＭ復調を施す。
【０１５３】
　制御情報抽出部３２は、ＯＦＤＭ復調部３１から入力した受信信号より、基地局装置２
から送信されたパイロット信号情報、チャネル品質測定用部分帯域情報、巡回シフト遅延
量情報を含む制御情報を抽出して復調復号部３３へ出力する。
【０１５４】
　復調復号部３３は、制御情報抽出部３２から入力した制御情報を復調処理及び復号化処
理して、制御情報として、パイロット信号情報、周波数スケジューリング情報及び巡回シ
フト遅延量情報を、それぞれ、パイロット信号情報抽出部３５、周波数スケジューリング
情報抽出部３６及び巡回シフト遅延量情報抽出部３７に出力する。
【０１５５】
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　パイロット信号生成部１２は、入力されたパイロット信号情報を用いて、基地局装置１
に対し予め既知となる信号系列であるパイロット信号を生成し、信号多重部１３に出力す
る。ここで、パイロット信号に用いる信号系列は、基地局装置１から送信される制御信号
からチャネル品質測定用に関するパイロット信号情報を抽出するパイロット信号情報抽出
部３５の出力に基づいて設定する。
【０１５６】
　なお、チャネル品質測定用パイロット信号のサブキャリア配置には、図３で示すように
localized配置或いはdistributed配置を用いる。また、この際の、他の無線通信装置のチ
ャネル品質測定用パイロット信号の多重は、ＦＤＭ、ＣＤＭ或いはＴＤＭを用いる。また
、ユーザデータに対する復調用パイロット信号との多重は、ＦＤＭ、ＣＤＭ或いはＴＤＭ
を用いる。
【０１５７】
　信号多重部１３は、パイロット信号生成部１２からの入力を、ＴＤＭ、ＦＤＭ、ＣＤＭ
の何れかの方法またはそれらの組み合わせを用いて多重してＤＦＴ部１４に出力する。
【０１５８】
　ＤＦＴ部１４は、信号多重部１３の出力に対し、所定数シンボル数ＮＤＦＴのブロック
単位毎（シンボルデータブロック）に、データ形式をＳ／Ｐ変換及び離散フーリエ変換を
行い、サブキャリアマッピング部１５に入力する。これにより時間領域のシンボルデータ
ブロックは、周波数領域の複素数からなる周波数データブロックに変換される。なお、所
定数シンボル数ＮＤＦＴは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当
該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（基地局装置により選定されたチ
ャネル品質測定用部分帯域に関する部分帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリア
に関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基に決定する。
【０１５９】
　サブキャリアマッピング部１５は、ＤＦＴ部１４の出力である周波数データブロックを
、特定のサブキャリアにマッピング（サブキャリアマッピング）する。ここで、サブキャ
リアマッピングは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当該無線通
信装置１に対する周波数スケジューリング情報（基地局装置により選定されたチャネル品
質測定用部分帯域に関する部分帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリアに関する
情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基にマッピングを行う。なお、マッピン
グの方法は、図３で示したサブキャリア上にマッピングする際の２種類の方法で行う。
【０１６０】
　ＩＦＦＴ部１６は、サブキャリアマッピング部１５の出力を、逆高速フーリエ変換して
、ＣＰ付加部１９及び巡回シフト遅延付加部１８に出力する。
【０１６１】
　ＣＰ付加部１９は、ＩＦＦＴ部１６から入力した送信データにＣＰを用いたガード区間
を挿入して送信無線部２０へ出力し、送信無線部２０は、入力された送信データを、ベー
スバンド周波数から無線周波数へアップコンバート等してアンテナ４０―１より送信する
。
【０１６２】
　巡回シフト遅延付加部１８は、ＩＦＦＴ部１６から入力した信号に対し、所定の巡回シ
フト遅延量を加えた信号を出力する。ここで、巡回シフト遅延量は、基地局装置において
決定されるものであり、基地局装置から送信される制御情報に含まれ、巡回シフト遅延量
情報抽出部３７から入力される。
【０１６３】
　ＣＰ付加部２１は、巡回シフト遅延付加部１８から入力した送信データにＣＰを用いた
ガード区間を挿入して送信無線部２０へ出力し、送信無線部２２により、送信データを、
ベースバンド周波数から無線周波数へアップコンバート等してアンテナ４０―２を介して
送信する。
【０１６４】
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　このように無線通信装置１では、各構成要素を用いて、基地局装置２からの周波数スケ
ジューリング情報、巡回シフト遅延量情報及びチャネル品質測定信号情報を用いて、指定
部分帯域でチャネル品質測定信号を送信する。
【０１６５】
＜通信手順（４）における基地局装置２の動作＞
　基地局装置２では、受信無線処理部５０は、アンテナ１００にて受信した高周波信号に
対し、増幅処理、帯域制限処理及び周波数変換処理を施し、同相信号及び直交信号からな
る複素のベースバンド信号として出力する。
【０１６６】
　ＯＦＤＭ復調部５１は、入力された各々のベースバンド信号に対し、時間及び周波数同
期処理後に、ＧＩ除去、ＦＦＴ処理及び直列並列変換等の処理であるＯＦＤＭ復調処理を
施す。
【０１６７】
　パイロット信号抽出部７０は、ＯＦＤＭ復調部５１から入力された受信信号より、無線
通信装置１から送信されたチャネル品質測定用パイロット信号を抽出して受信品質測定部
７１へ出力する。
【０１６８】
　受信品質測定部７１は、入力されたチャネル品質測定用パイロット信号を用いて、チャ
ネル品質測定用部分帯域内におけるサブキャリア毎のチャネル品質を測定する。チャネル
品質は、パイロット信号を用いて、ＣＩＲまたはＳＩＲ、ＳＮＲ等の任意の測定値を用い
ることが可能である。また、基地局装置が複数の受信アンテナを有する場合、それぞれの
アンテナ毎に、受信無線処理部５０、ＯＦＤＭ復調部５１、パイロット信号抽出部７０を
設けることで、アンテナ毎のチャネル品質測定用パイロット信号の受信結果を用いて、受
信品質の測定を行う。すなわち、各アンテナで受信された信号成分の電力を合成した合成
信号電力に基づき、ＣＩＲ、ＳＮＲ、ＳＩＲといった測定値を用いる。
【０１６９】
　サブキャリア割当部７２は、受信品質測定部７１から入力した各ユーザの無線通信装置
のサブキャリア毎のチャネル品質情報より、スケジューリングアルゴリズムに基づいてス
ケジューリングを行う。
【０１７０】
　すなわち、サブキャリア割当部７２は、リソースブロックサイズ決定部５４で決定され
た、各ユーザの無線通信装置毎に割り当てられたＲＢサイズ、すなわち使用可能なサブキ
ャリア数を把握しており、ＲＢサイズの範囲内にて各無線通信装置１からユーザデータ送
信する上り回線に使用するサブキャリアが、好適な受信品質となるものを選択して割り当
てる。
【０１７１】
　この際のサブキャリアの割当としては、ＳＣ－ＦＤＭＡを用いる際は、図３で示したLo
calizedタイプとdistributedタイプのいずれかを用いて割り当てる。なお、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａでなく、ＯＦＤＭを用いる場合は任意のサブキャリア割当が可能である。そして、サブ
キャリア割当部により各無線通信装置1―１～Ｎに割り当てたサブキャリアの情報を周波
数スケジューリング情報として出力する。
【０１７２】
　ＭＣＳ決定部７３は、サブキャリア割当部７２で周波数スケジューリング情報とそのチ
ャネル品質情報を基に、サブキャリア毎或いは複数のサブキャリアをセットにしたサブキ
ャリアブロック毎に、変調多値数及び符号率等のＭＣＳを適応的に選択する。
【０１７３】
　制御情報生成部５７は、サブキャリア割当部７２及びＭＣＳ決定部７３の出力を基に、
１）周波数スケジューリング情報及び、２）ＭＣＳ情報を含む制御信号を生成する。
【０１７４】
　符号化変調部６０、符号化変調部６１、信号多重部６２、サブキャリアマッピング部６
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３、ＩＦＦＴ部６４、ＣＰ付加部６５、送信無線部６６は、上述した同様の動作を行い、
アンテナ１００より無線通信装置１―１～Ｎに向けて送信する。
【０１７５】
　このように基地局装置２は、無線通信装置１からのチャネル品質測定信号を用いてチャ
ネル品質を測定し、この結果を用いて、実際にユーザがデータを送信する際の部分帯域を
決める位置と幅を示す周波数リソースサイズ（「ＲＢサイズ」ともいう）ΔＲＢを含む周
波数スケジューリング情報及びＭＣＳ情報を送信する。
【０１７６】
＜通信手順（５）における無線通信装置１の動作＞
　無線通信装置１では、受信無線処理部３０は、アンテナ４０にて受信した各々の高周波
信号に対し、増幅処理、帯域制限処理及び周波数変換処理を施し、同相信号及び直交信号
からなる複素のベースバンド信号として出力する。
【０１７７】
　ＯＦＤＭ復調部３１は、入力された各々のベースバンド信号に対し、時間及び周波数同
期処理後に、ＧＩ除去、ＦＦＴ処理及び直列並列変換処理等のＯＦＤＭ復調を施す。
【０１７８】
　制御情報抽出部３２は、ＯＦＤＭ復調部３１から入力した受信信号より、基地局装置２
から送信されたＭＣＳ情報、パイロット信号情報を含む制御情報を抽出して復調復号部３
３へ出力する。
【０１７９】
　復調復号部３３は、制御情報抽出部３２から入力した制御情報を復調処理及び復号化処
理して、制御情報を出力する。このうち、ＭＣＳ情報、パイロット信号情報、及び周波数
スケジューリング情報は、それぞれ、ＭＣＳ情報抽出部３４、パイロット信号情報抽出部
３５、及び周波数スケジューリング情報抽出部３６を用いて抽出される。なお、複数のア
ンテナからのベースバンド信号が復調復号部３３に入力される場合は、それぞれの信号に
対し最大比合成受信処理を行う。これにより受信品質の向上が図れる。なお、２アンテナ
で受信されず、１アンテナ受信でも、或いは３アンテナ受信を行ってもよい。
【０１８０】
　符号化変調部１０は、無線通信装置１から基地局装置２に送信するビットデータ系列か
らなるユーザデータに対し、所定の誤り訂正符号化を施し、更に所定の変調多値数の変調
方式（例えばＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ変調）を用いてシンボルデータ系列信号
を生成する。ここで、誤り訂正符号化を行う際の符号化率及び変調多値数に関するＭＣＳ
情報は、基地局装置１から送信される制御信号からＭＣＳ情報を抽出するＭＣＳ情報抽出
部３４の出力に基づいて設定する。これにより伝搬路状況に応じた適応変調が可能となる
。
【０１８１】
　符号化変調部１１は無線通信装置１から基地局装置２に送信するビットデータ系列から
なる制御情報に対し、所定の誤り訂正符号化を施し、更に所定の変調多値数の変調方式（
例えばＢＰＳＫ変調、ＱＰＳＫ変調）を用いてシンボルデータ系列信号を生成する。ここ
で、誤り訂正符号化を行う際の符号化率及び変調多値数は、予め固定のものを用いる。一
般的に、制御情報は高品質伝送を必要とするためＢＰＳＫ変調或いはＱＰＳＫ変調で、低
い符号化率を用いて伝送する。
【０１８２】
　パイロット信号生成部１２は、基地局装置１に対し予め既知となる信号系列であるパイ
ロット信号を生成し、信号多重部１３に出力する。ここで、パイロット信号に用いる信号
系列は、基地局装置１から送信される制御信号からパイロット信号情報を抽出するパイロ
ット信号情報抽出部３５の出力に基づいて設定する。ここでのパイロット信号はユーザデ
ータを復調復号するためのチャネル推定用パイロット信号を含む。
【０１８３】
　信号多重部１３は、符号化変調部１０、符号化変調部１１、パイロット信号生成部１２
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からの入力を多重する。多重化方法はＴＤＭ、ＦＤＭ、ＣＤＭの何れかの方法またはそれ
らの組み合わせを用いて多重する。
【０１８４】
　ＤＦＴ部１４は、信号多重部１３の出力に対し、所定数シンボル数ＮＤＦＴのブロック
単位（シンボルデータブロック）毎に、データ形式をＳ／Ｐ変換、離散フーリエ変換を行
い、サブキャリアマッピング部１５に入力する。これにより時間領域のシンボルデータブ
ロックは、周波数領域の複素数からなる周波数データブロックに変換される。
【０１８５】
　なお、所定数シンボル数ＮＤＦＴは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力
される、当該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（上り回線ユーザデー
タ送信用に割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番
号等]）を基に決定する。
【０１８６】
　サブキャリアマッピング部１５は、ＤＦＴ部１４の出力である周波数データブロックを
、特定のサブキャリアにマッピング（サブキャリアマッピング）する。ここで、サブキャ
リアマッピングは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当該無線通
信装置１に対する周波数スケジューリング情報（上り回線ユーザデータ送信用に割り当て
られたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基にマッピ
ングを行う。なお、サブキャリア上にマッピングする際の方法は、図３に示す２種類の方
法のいずれかを用いる。
【０１８７】
　ＩＦＦＴ部１６は、サブキャリアマッピング部１５の出力を、逆高速フーリエ変換して
、ＣＰ付加部１９及び巡回シフト遅延付加部１８に出力する。
【０１８８】
　ＣＰ付加部１９は、ＩＦＦＴ部１６から入力した送信データにＣＰを用いたガード区間
を挿入して送信無線部２０へ出力する。
【０１８９】
　送信無線部２０は、ＣＰ付加部１９から入力した送信データを、ベースバンド周波数か
ら無線周波数へアップコンバート等してアンテナ４０―１より送信する。
【０１９０】
　巡回シフト遅延付加部１８は、ＩＦＦＴ部１６から入力した信号に対し、所定の巡回シ
フト遅延量を加えた信号を出力する。ここで、巡回シフト遅延量は、基地局装置において
決定されるものであり、通信手順（３）において基地局装置から送信される制御情報に含
まれ、巡回シフト遅延量情報抽出部３７から入力されたものを保持しておき、ユーザデー
タ送信時には、同一の巡回シフト遅延量を用いる。
【０１９１】
　ＣＰ付加部２１は、巡回シフト遅延付加部１８から入力した送信データにＣＰを用いた
ガード区間を挿入して送信無線部２２へ出力する。
【０１９２】
　送信無線部２２は、ＣＰ付加部２１から入力した送信データを、ベースバンド周波数か
ら無線周波数へアップコンバート等してアンテナ４０―２より送信する。
【０１９３】
　このように無線通信装置１は、基地局装置２から受信した周波数リソースサイズΔＲＢ
を含む周波数スケジューリング情報及びＭＣＳ情報に基づいて、周波数リソースブロック
サイズΔＲＢにて割当られたサブキャリアを用いて、ユーザデータを送信する。
【０１９４】
　以上、本実施の形態１では、無線通信装置１が複数アンテナ送信可能であることを前提
に、無線通信装置から、上り回線におけるチャネル品質測定用パイロット送信及びユーザ
データ送信時に、ＣＳＤ（Cyclic Delay Diversity）送信させる。このようにＣＳＤ送信
することで、伝搬路の周波数応答に周期性が現れる。
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【０１９５】
　詳細には、巡回シフト遅延量τが大きい場合、ＣＳＤ送信時の伝搬路周波数応答の繰り
返し周期（ΔＣＳＤ＝1/τ）が小さくなり、逆に巡回シフト遅延量τが小さい場合、ＣＳ
Ｄ送信時の伝搬路周波数応答の繰り返し周期が大きくなる性質をもつ。
【０１９６】
　本発明では、この際の巡回シフト遅延量τの設定をＲＢサイズに依存して可変させ、且
つ、これに伴いチャネル品質測定用部分帯域を決定する。
【０１９７】
　すなわち、チャネル品質測定用部分帯域ΔＣＱＩをΔＣＳＤ以上とすることで、ＣＳＤ
送信時の伝搬路周波数応答に現れるノッチの１周期以上の周波数範囲にわたり上り回線の
チャネル品質測定を基地局装置が行い、チャネル品質測定用部分帯域内で、チャネル品質
の変動が極大値を取る良好な帯域を必ず含むようにできる。
【０１９８】
　これにより、基地局装置２は、無線通信装置１に対し伝搬路の比較的良好な部分帯域を
用いた周波数スケジューリングを行うことができ、さらに、伝搬路状況に応じた適応変調
を行うことで、無線通信システムにおけるスループットを改善し、周波数利用効率を高め
ることができる。
【０１９９】
　また、チャネル品質測定用信号を帯域の一部を用いて、１回のみ送信することから、無
線通信装置の消費電力低減を実現できる。
【０２００】
　また、部分帯域の送信電力を高めることができるため、チャネル品質測定精度の向上を
図ることができる。さらに、チャネル品質測定用信号を１回送信するだけでチャネル品質
測定が可能なため、チャネル品質変動に対する追従性も高い。
【０２０１】
　また、ＣＳＤ送信時の伝搬路周波数応答に周期性が現れる性質を利用することで、チャ
ネル品質測定用部分帯域に、良好なチャネル品質となる部分が必ず含まれるように設定で
き、チャネル品質測定用部分帯域の位置を任意に割り当てることができるため、周波数リ
ソース割り当ての自由度を増すことができる。
【０２０２】
　なお、無線通信装置１が、３アンテナ以上で送信が可能な場合、上記構成の無線通信装
置１において、３アンテナ目以上で与える追加した巡回シフト遅延付加部における巡回シ
フト遅延量は、巡回シフト遅延付加部１８で与える巡回シフト遅延量τを超えないような
巡回シフト遅延量を与えて送信することで同様な効果を得ることができる。或いは、基地
局装置で、それぞれのアンテナ受信電界強度を測定することで、予め受信電界強度の高い
２アンテナを選択したのちに、本実施の形態１を適用することでもよい。
【０２０３】
　なお、本実施の形態１では、巡回シフト遅延量（τ）に関する情報を基地局装置２から
送信し、無線通信装置１においてその情報を抽出する構成を示したが、巡回シフト遅延量
（τ）の代わりに、上述した係数αに関する情報を送信してもよい。これによって、係数
αから、ΔＲＢ及び巡回シフト遅延量（τ）を算出することができるため、同様な効果が
得られる。
【０２０４】
　また、本実施の形態１では、複信方式としてＦＤＤとして説明したが、ＴＤＤ方式にお
ける上り回線での適用も同様に可能である。ＴＤＤシステムの場合、伝搬路の双対性を利
用することで、伝搬路変動が十分に小さい場合、下り回線におけるＣＱＩ報告を上り回線
のチャネル品質として用いることも可能だが、セルラーシステムの場合、干渉量が上り回
線と下り回線で異なるため正確な受信品質の推定が困難である課題がある。しかしながら
、本実施の形態１では、上りのチャネル品質測定用信号をもとに、周波数スケジューリン
グ及びＭＣＳ選定を行うことため、その課題を解決することができる。よって、特にセル
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ラーシステムへの適用が好適である。
【０２０５】
　なお、本実施の形態１では、巡回シフト遅延を時間軸で行ったが、これを周波数軸の位
相回転をすることで実現することも可能である。すなわち、本実施の形態１では、無線通
信装置１においてＣＳＤ送信する際に、巡回シフト遅延付加部１８により、時間領域で巡
回遅延を与える構成としたが、これに限らず、別の方法として、周波数領域で巡回シフト
遅延量に応じた位相回転を与えることによってＣＳＤ送信を行うことができる。これを実
施の形態２として説明する。
【０２０６】
（実施の形態２）
　図５は、実施の形態２に係る無線通信装置１ａの構成を示す図である。なお、この無線
通信装置１ａは、図１に示す実施の形態１に対応する無線通信装置１と同様の基本的構成
を有しており、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略し異なる点のみ説
明する。
【０２０７】
　無線通信装置１ａが、図１に示す無線通信装置１と異なる部分は、時間領域で巡回遅延
を与える巡回シフト遅延付加部１８の代わりに周波数領域で巡回シフト遅延量に応じた位
相回転を与える巡回シフト遅延付加部５８を用いている点である。
【０２０８】
　すなわち、巡回シフト遅延付加部５８は、サブキャリアマッピング部１５の出力に対し
、下記式（２）に示すように、サブキャリア毎に異なる位相回転φ（ｋ）を与え、ＩＦＦ
Ｔ部１６―２に出力する。
【０２０９】
【数２】

　ここで、τは巡回シフト遅延量、ΔＦはサブキャリア周波数間隔[Hz]、ｋはサブキャリ
ア毎に付与されたインデックス番号を示す。
【０２１０】
　なお、インデックス番号は、例えばＤＣサブキャリアに対応するインデックスをｋ＝０
とし、それより正側の周波数に対し、プラス方向にインデックスを順次増加させ、負側の
周波数に対し、マイナス方向にインデックスを順次減少させる。この場合、インデックス
ｋは、-Nfft/2≦ｋ≦Nfft/2の範囲にある整数値をとる。なお、NfftはＩＦＦＴ部１６に
おけるＦＦＴサイズを表す。なお、巡回シフト遅延量は、基地局装置において決定される
ものであり、基地局装置から送信される制御情報に含まれ、巡回シフト遅延量情報抽出部
３７から入力される。
【０２１１】
　本実施の形態２によれば、実施の形態１の無線通信装置１と同様の同様な効果を得るこ
とができる。
【０２１２】
（実施の形態３）
　図６は実施の形態３に係る無線通信装置１ｂの構成を示すブロック図であり、図７は、
図６の無線通信装置１ｂとともに無線通信システムを構成する基地局装置２ｂの構成を示
すブロック図である。
【０２１３】
　なお、この無線通信装置１ｂは、図１に示す実施の形態１に対応する無線通信装置１と
同様の基本的構成を有しており、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略
し異なる点のみ説明する。
【０２１４】
　図６に示す無線通信装置１ｂにおいて、図１に示す実施の形態１に係る無線通信装置１
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と異なる部分は、サブキャリア位相回転量情報抽出部４１及びサブキャリア位相回転部４
２を追加している点である。
【０２１５】
　図６に示す無線通信装置１ｂにおいて、サブキャリア位相回転量情報抽出部４１は、復
調復号部３３にて復調処理及び復号化処理された、基地局装置２ｂからの制御情報から位
相回転量情報を抽出して、サブキャリア位相回転部４２に出力する。
【０２１６】
　サブキャリア位相回転部４２は、サブキャリアマッピング部１５からサブキャリアマッ
ピングされた周波数データブロックが入力されるとともに、サブキャリア位相回転量情報
抽出部４１から位相回転量が入力される。
【０２１７】
　これら入力された情報を用いて、サブキャリア位相回転部４２は、サブキャリアマッピ
ング部１５の出力を、予め既知の位相回転パターンを用いて、サブキャリア毎に位相回転
を与えて、ＩＦＦＴ部１６－２に出力する。
【０２１８】
　ＩＦＦＴ部１６－２は、サブキャリア位相回転部４２の出力を、逆高速フーリエ変換し
て、及び巡回シフト遅延付加部１８に出力する。
【０２１９】
　なお、本実施の形態３の無線通信装置１ｂは、上り回線での伝送方式としてＳＣ－ＦＤ
ＭＡ（シングルキャリア周波数分割多元アクセス）を用いた構成としたが、これに限定さ
れず、例えばＯＦＤＭ、または、ＯＦＤＭＡのようにＦＤＭＡに適用できる伝送方式であ
ればよい。
【０２２０】
　ＯＦＤＭＡの場合、図６の無線通信装置１ｂの構成におけるＤＦＴ部１４の代わりに、
入力されるシリアルデータをパラレルデータに変換するシリアル／パラレル変換部（Ｓ／
Ｐ変換部）を設ける構成となる。ここで、Ｓ／Ｐ変換部は、信号多重部１３の出力に対し
、所定数シンボル数ＮＤＦＴのブロック単位毎（以下、シンボルデータブロック）に、デ
ータ形式をシリアルからパラレルデータに変換し（以下、S/P変換）、サブキャリアマッ
ピング部１５に入力する。
【０２２１】
　次に、図７を用いて、基地局装置２ｂについて説明する。
【０２２２】
　図７に示す実施の形態３における基地局装置２ｂが、図２に示す実施の形態１の基地局
装置２と異なる部分は、ＭＣＳ決定部７３の代わりにＭＣＳ・位相回転量決定部７５を設
けている点である。また、基地局装置２ｂは、制御情報抽出部５２、復調復号部５３、パ
イロット信号抽出部７０、信号品質測定部７１を含む受信信号処理部２００を、ここでは
、複数Ｎ個有する。基地局装置２ｄにてＯＦＤＭ復調部５１にて復調される信号が、複数
の無線通信装置１ｄ―１～Ｎで送信された信号を含む場合、Ｎ個の受信信号処理部２００
では、各無線通信装置に対して受信信号処理部は個別に上述した処理を行う。具体的には
、第ｋ番目の無線通信装置１ｄ―ｋに対しては受信信号処理部２００―ｋが上述した処理
を行う。
【０２２３】
　ＭＣＳ・位相回転量決定部７５は、サブキャリア割当部７２において、周波数スケジュ
ーリング情報とそのチャネル品質情報を用いてサブキャリア毎或いは複数のサブキャリア
をセットにしたサブキャリアブロック毎に、変調多値数及び符号率等のＭＣＳを適応的に
選択し、各サブキャリアについての選択した変調多値数及び符号化率情報をＭＣＳ情報と
して、サブキャリア毎に対応する位相回転量情報とともに制御情報生成部５７に出力する
。
【０２２４】
　なお、制御情報生成部５７は、サブキャリア割当部７２及びＭＣＳ・位相回転量決定部
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７５からの情報を用いて、周波数スケジューリング情報、ＭＣＳ情報に加えて、位相回転
量情報を含む制御信号を生成して符号化変調部６０に出力する。
【０２２５】
　次に、本実施の形態３に係る無線通信装置１ｂ及び基地局装置２ｂを有する無線通信シ
ステムにおいて、無線通信装置の上り回線を用いたユーザデータ送信のための、基地局装
置と無線通信装置の通信手順を説明する。具体的には、本発明における上り回線チャネル
品質測定の通信手順及び上り回線を用いたユーザデータ通信手順を説明する。
【０２２６】
　以下では、実施の形態１と異なる部分の動作の説明のみ行う。
【０２２７】
　本実施の形態３における、無線通信装置の上り回線を用いたユーザデータ送信のための
、基地局装置と無線通信装置の通信手順は、実施の形態１において説明した通信手順（１
）、（２）までは、同一の動作を行う。以下では、通信手順（２）に続く通信手順（３Ａ
）後の動作について説明を行う。
【０２２８】
　＜通信手順（３Ａ）における無線通信装置の動作＞
　図６に示す無線通信装置１ｂは、基地局装置２ｂから送信された上記の周波数スケジュ
ーリング情報と、巡回シフト遅延量情報、及びチャネル品質測定用パイロット信号情報を
受信する。そして、無線通信装置１ｂは、チャネル品質測定用部分帯域ΔＣＱＩを用いて
、指定のパイロット信号系列によりチャネル品質測定用パイロット信号を、指定の巡回シ
フト遅延量を用いて、巡回シフト遅延ダイバーシチ送信（ＣＳＤ送信）を行う。ただし、
ＣＳＤ送信時にサブキャリア位相回転部４２を用いて、サブキャリア毎に位相回転を与え
て送信する。ここでサブキャリア位相回転部４２における、サブキャリア毎に与える位相
回転は基地局装置においても既知であるとする。
【０２２９】
　ここで通信手順（３Ａ）における無線通信装置１ｂの動作について図６を参照して詳細
に説明する。
【０２３０】
　受信無線処理部３０は、アンテナ４０にて受信した各々の高周波信号に対し、増幅処理
、帯域制限処理及び周波数変換処理を施し、同相（Inphase）信号及び直交（Quadrature 
phase）信号からなる複素のベースバンド信号としてＯＦＤＭ復調部３１に出力する。
【０２３１】
　ＯＦＤＭ復調部３１は、入力された各々のベースバンド信号に対して、ＯＦＤＭ復調を
施す。すなわち、時間及び周波数同期処理後に、ＧＩ除去、ＦＦＴ処理、直列並列変換処
理を行い、制御情報抽出部３２に出力する。
【０２３２】
　制御情報抽出部３２は、ＯＦＤＭ復調部３１から入力した受信信号より、基地局装置２
から送信されたパイロット信号情報、チャネル品質測定用部分帯域情報、巡回シフト遅延
量情報を含む制御情報を抽出して復調復号部３３へ出力する。
【０２３３】
　復調復号部３３は、制御情報抽出部３２から入力した制御情報を復調処理及び復号化処
理して、制御情報を出力する。このうち、パイロット信号情報、周波数スケジューリング
情報及び巡回シフト遅延量情報は、それぞれ、パイロット信号情報抽出部３５、周波数ス
ケジューリング情報抽出部３６及び巡回シフト遅延量情報抽出部３７に出力する。なお、
複数のアンテナからのベースバンド信号が復調復号部３３に入力される場合は、それぞれ
の信号に対し最大比合成受信処理を行う。これにより受信品質の向上が図れる。なお、図
６に示す無線通信装置１ｂは、２アンテナで受信される場合の構成としたが、これに限定
されず、１アンテナ受信でも、或いは３アンテナ受信でもよい。
【０２３４】
　パイロット信号生成部１２は、基地局装置１に対し予め既知となる信号系列であるパイ
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ロット信号を生成し、信号多重部１３に出力する。ここで、パイロット信号に用いる信号
系列は、基地局装置１から送信される制御信号からチャネル品質測定用に関するパイロッ
ト信号情報を抽出するパイロット信号情報抽出部３５の出力に基づいて設定する。なお、
チャネル品質測定用パイロット信号のサブキャリア配置には、図３に示すlocalized配置
或いはdistributed配置を用いる。また、この際の、他の無線通信装置のチャネル品質測
定用パイロット信号の多重は、ＦＤＭ、ＣＤＭ或いはＴＤＭを用いる。また、ユーザデー
タに対する復調用パイロット信号との多重は、ＦＤＭ、ＣＤＭ或いはＴＤＭを用いる。
【０２３５】
　信号多重部１３は、パイロット信号生成部１２からの入力を多重する。多重化方法はＴ
ＤＭ、ＦＤＭ、ＣＤＭの何れかの方法またはそれらの組み合わせを用いて多重する。
【０２３６】
　ＤＦＴ部１４は、信号多重部１３の出力に対し、所定数シンボル数ＮＤＦＴのブロック
単位（シンボルデータブロック）毎に、データ形式をＳ／Ｐ変換及び離散フーリエ変換を
行い、サブキャリアマッピング部１５に出力する。これにより時間領域のシンボルデータ
ブロックは、周波数領域の複素数からなる周波数データブロックに変換される。なお、所
定数シンボル数ＮＤＦＴは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当
該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（基地局装置により選定されたチ
ャネル品質測定用部分帯域に関する部分帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリア
に関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基に決定する。
【０２３７】
　サブキャリアマッピング部１５は、ＤＦＴ部１４の出力である周波数データブロックを
、特定のサブキャリアにマッピング（サブキャリアマッピング）してＩＦＦＴ部１６－１
及びサブキャリア位相回転部４２に出力する。ここで、サブキャリアマッピングは、周波
数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当該無線通信装置１に対する周波数
スケジューリング情報（基地局装置により選定されたチャネル品質測定用部分帯域に関す
る部分帯域の位置と、その帯域幅に関するサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、
サブキャリア番号等]）を基にマッピングを行う。なお、サブキャリア上にマッピングす
る方法は、図３に示すようにLocalized FDMA、或いは、Distributed FDMAと呼ばれるタイ
プにより行う。
【０２３８】
　ＩＦＦＴ部１６－１は、サブキャリアマッピング部１５の出力を、逆高速フーリエ変換
して、ＣＰ付加部１９に出力する。
【０２３９】
　サブキャリア位相回転部４２は、ブキャリアマッピング部１５の出力を、予め既知の位
相回転パターンを用いて、サブキャリア毎に位相回転を与えて、ＩＦＦＴ部１６－２に出
力する。ここで、位相回転パターンは、位相回転量が周期性をもつパターンを用いる。
【０２４０】
　図８は、位相回転パターンの一例を示す図である。図８において、位相回転量φｍは、
ｎ個のサブキャリア単位で１つの周期をもつように設定し、その周期パターンを繰り返し
てサブキャリア毎に順次位相回転を与える。ここで、ｍ＝１～ｎである。すなわち、チャ
ネル品質測定用部分帯域ΔＣＱＩ内において、周波数の低いサブキャリアから順にサブキ
ャリア番号を１から順に付与した場合、ｋ番目のサブキャリア信号ＳＣ（ｋ）に対し、下
記式（３）に示すような位相回転を与える。
【０２４１】
【数３】

　但し、mod(x,y)はｘをｙで割った場合の剰余を示す。
【０２４２】
　ＩＦＦＴ部１６－２は、サブキャリア位相回転部４２の出力ＳＣ２（ｋ）を、逆高速フ
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ーリエ変換して、巡回シフト遅延付加部１８に出力する。
【０２４３】
　ＣＰ付加部１９は、ＩＦＦＴ部１６から入力した送信データにＣＰを用いたガード区間
を挿入して送信無線部２０へ出力し、送信無線部２０にて、ベースバンド周波数から無線
周波数へアップコンバート等してアンテナ４０―１より送信する。
【０２４４】
　巡回シフト遅延付加部１８は、ＩＦＦＴ部１６－２から入力した信号に対し、所定の巡
回シフト遅延量を加えた信号を出力する。ここで、巡回シフト遅延量は、基地局装置２ｂ
において決定されるものであり、基地局装置から送信される制御情報に含まれ、巡回シフ
ト遅延量情報抽出部３７から入力される。
【０２４５】
　ＣＰ付加部２１は、巡回シフト遅延付加部１８から入力した送信データにＣＰを用いた
ガード区間を挿入して送信無線部２２へ出力し、送信無線部２２は、入力された送信デー
タを、ベースバンド周波数から無線周波数へアップコンバート等してアンテナ４０―２よ
り送信する。
【０２４６】
　＜通信手順（４Ａ）における基地局装置の動作＞
　通信手順（３Ａ）を受けて、基地局装置２ｂは、無線通信装置１毎に指定したチャネル
品質測定用部分帯域ΔＣＱＩにおけるチャネル品質を測定する。そして、基地局装置１ｂ
は、ＭＣＳ・位相回転量決定部７５等を用いて、チャネル品質測定結果からチャネル品質
の特性が最も良好となるサブキャリアを検出し、そのサブキャリアに無線通信装置１ｂの
サブキャリア位相回転部４２にて与えられた位相回転量を抽出する。
【０２４７】
　そして、チャネル品質測定結果を基に、無線通信装置１ｂ毎に割り当てるサブキャリア
を決定して、周波数スケジューリング情報として、無線通信装置１ｂに送信する。また、
割り当てたサブキャリアにおける、ユーザデータ送信時の符号化率及び多値変調数に関す
る情報（ＭＣＳ情報）及び位相回転量情報も含めて基地局装置に送信する。
【０２４８】
　ここで通信手順（４Ａ）における基地局装置２ｂの動作について詳細に説明する。
【０２４９】
　受信無線処理部５０は、アンテナ１００を介して受信した高周波信号に対し、増幅処理
、帯域制限処理及び周波数変換処理を施し、同相信号及び直交信号からなる複素のベース
バンド信号としてＯＦＤＭ復調部５１に出力する。
【０２５０】
　ＯＦＤＭ復調部５１は、入力された各々のベースバンド信号に対しＯＦＤＭ復調を施し
て、制御情報抽出部５２及びパイロット信号抽出部７０に出力する。すなわち、ＯＦＤＭ
復調部５１は、入力されたベースバンド信号に対して、時間及び周波数同期処理後に、Ｇ
Ｉ除去、ＦＦＴ処理、直列並列変換処理を行う。
【０２５１】
　パイロット信号抽出部７０は、ＯＦＤＭ復調部５１から入力した受信信号より、無線通
信装置１ｂから送信されたチャネル品質測定用パイロット信号を抽出して受信品質測定部
７１へ出力する。
【０２５２】
　受信品質測定部７１は、入力されたチャネル品質測定用パイロット信号を用いて、チャ
ネル品質測定用部分帯域内におけるサブキャリア毎のチャネル品質を測定して、サブキャ
リア毎のチャネル品質情報をサブキャリア割当部７２に出力する。チャネル品質は、パイ
ロット信号を用いて、ＣＩＲまたはＳＩＲ、ＳＮＲ等の任意の測定値を用いることで測定
される。なお、基地局装置が複数の受信アンテナを有する場合、それぞれのアンテナ毎に
、受信無線処理部５０、ＯＦＤＭ復調部５１、パイロット信号抽出部７０を設けることで
、アンテナ毎のチャネル品質測定用パイロット信号の受信結果を用いて、受信品質の測定
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を行うことで対応できる。この場合、各アンテナで受信された信号成分の電力を合成した
合成信号電力に基づき、ＣＩＲ、ＳＮＲ、ＳＩＲといった測定値を用いる。
【０２５３】
　サブキャリア割当部７２は、受信品質測定部７１から入力した各ユーザの無線通信装置
のサブキャリア毎のチャネル品質情報より、スケジューリングアルゴリズムに基づいてス
ケジューリングを行う。すなわち、サブキャリア割当部７２は、リソースブロックサイズ
決定部５４で決定された、各ユーザの無線通信装置毎に割り当てられたＲＢサイズ、すな
わち使用可能なサブキャリア数、及び無線通信装置１ｂでのチャネル品質測定用部分帯域
内でのサブキャリア位相回転部４２で付与される位相回転パターンを把握しており、ＲＢ
サイズの範囲内にて各無線通信装置１からユーザデータ送信する上り回線に使用するサブ
キャリアが、好適な受信品質となるものを選択して割り当てる。
【０２５４】
　この際のサブキャリアの割当としては、ＳＣ－ＦＤＭＡを用いる際は、図２で示したLo
calizedタイプとdistributedタイプのいずれかを用いて割り当てる。なお、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａでなく、ＯＦＤＭを用いる場合は任意のサブキャリア割当が可能である。
【０２５５】
　サブキャリアの割当は、以下の割当方法を用いることを想定しているが、これに限らな
い。
【０２５６】
　割当方法１）チャネル品質測定結果からチャネル品質の特性が最も良好となるサブキャ
リアを検出し、そのサブキャリアに対し、無線通信装置１ｂのサブキャリア位相回転部４
２により与えられた位相回転量を抽出する。
【０２５７】
　割当方法２）サブキャリアに対し、無線通信装置のサブキャリア位相回転部４２にて与
えられた位相回転量が同一であるサブキャリアにグループ分けし、チャネル品質測定結果
から、それらのグループ間で、最もチャネル品質が良好となるグループを選定し、そのグ
ループに付与した位相回転量を位相回転量情報として抽出する。そして、サブキャリア割
当部７２により各無線通信装置1―１～Ｎに割り当てたサブキャリアの情報を周波数スケ
ジューリング情報としてＭＣＳ・位相回転量決定部７５及び制御情報生成部５７に出力す
る。
【０２５８】
　ＭＣＳ・位相回転量決定部７５は、サブキャリア割当部７２で周波数スケジューリング
情報とそのチャネル品質情報を基に、サブキャリア毎或いは複数のサブキャリアをセット
にしたサブキャリアブロック毎に、変調多値数及び符号率等のＭＣＳを適応的に選択する
。即ち、ＭＣＳ・位相回転量決定部７５は、各ユーザの無線通信装置１―１～Ｎから送ら
れてきたサブキャリア毎のチャネル品質情報より、各無線通信装置１―１～Ｎに対し割り
当てられたサブキャリア毎の受信品質を判定することができるので、各無線通信装置に、
ユーザデータ送信用に割り当てられたサブキャリアのうち、サブキャリア割当部７２で抽
出された位相回転量を付与されて送信されたサブキャリアを抽出し、抽出されたサブキャ
リアの受信品質に応じたＭＣＳを選択する。
【０２５９】
　そして、サブキャリア割当部７２で抽出された位相回転量と異なるものを付与されて送
信されたサブキャリアに対しては、隣接サブキャリア間は比較的チャネル品質が近くなる
周波数相関性を利用して、ＭＣＳが選択された最近接するサブキャリアのＭＣＳを用いる
。また、ＭＣＳ・位相回転量決定部７５は、各サブキャリアについての選択した変調多値
数及び符号化率情報をＭＣＳ情報として制御情報生成部５７に出力する。
【０２６０】
　制御情報生成部５７は、サブキャリア割当部７２及びＭＣＳ・位相回転量決定部７５の
出力を基に、１）周波数スケジューリング情報、２）ＭＣＳ情報、及び３）位相回転量情
報を含む制御信号を生成する。
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【０２６１】
　符号化変調部６０、符号化変調部６１、信号多重部６２、サブキャリアマッピング部６
３、ＩＦＦＴ部６４、ＣＰ付加部６５、送信無線部６６は、上述した同様の動作を行い、
アンテナ１００より無線通信装置１―１～Ｎに向けて送信する。
【０２６２】
　＜通信手順（５Ａ）における無線通信装置の動作＞
　通信手順（４Ａ）を受けて無線通信装置１ｂは、基地局装置２ｂが割り当てたサブキャ
リアを用いてユーザデータを送信する。この際、ユーザデータは、サブキャリア位相回転
量情報抽出部によりサブキャリア位相回転量情報を抽出し、サブキャリア回転部において
、サブキャリア位相回転量情報に基づいて位相回転を行った上で、チャネル品質測定用パ
イロット信号の送信時と同じ巡回シフト遅延量を用いてＣＳＤ送信する。
【０２６３】
　ここで通信手順（５Ａ）における無線通信装置１ｂの動作について詳細に説明する。
【０２６４】
　受信無線処理部３０は、アンテナ４０にて受信した各々の高周波信号に対し、増幅処理
、帯域制限処理及び周波数変換処理を施し、同相信号及び直交信号からなる複素のベース
バンド信号としてＯＦＤＭ復調部３１に出力し、ＯＦＤＭ復調部３１にてＯＦＤＭ復調を
施して制御情報抽出部５２及びパイロット信号抽出部７０に出力する。
【０２６５】
　制御情報抽出部３２は、ＯＦＤＭ復調部３１から入力した受信信号より、基地局装置２
から送信されたＭＣＳ情報、位相回転量情報、パイロット信号情報を含む制御情報を抽出
して復調復号部３３へ出力する。
【０２６６】
　復調復号部３３は、制御情報抽出部３２から入力した制御情報を復調処理及び復号化処
理して、制御情報を出力する。このうち、ＭＣＳ情報、パイロット信号情報、及び周波数
スケジューリング情報は、それぞれＭＣＳ情報抽出部３４、パイロット信号情報抽出部３
５、及び周波数スケジューリング情報抽出部３６を用いて制御情報から抽出される。また
、位相回転量情報は、サブキャリア位相回転量情報抽出部４１により抽出される。
【０２６７】
　なお、複数のアンテナからのベースバンド信号が復調復号部３３に入力される場合は、
それぞれの信号に対し最大比合成受信処理を行う。これにより受信品質の向上が図れる。
図１においては２アンテナで受信される場合の構成を示すが、これに限定されず１アンテ
ナ受信でも、或いは３アンテナ受信でもよい。
【０２６８】
　符号化変調部１０、符号化変調部１１、パイロット信号生成部１２、信号多重部１３の
動作は実施の形態１におけるものと同様であるため説明は省略する。
【０２６９】
　ＤＦＴ部１４は、信号多重部１３の出力に対し、所定数シンボル数ＮＤＦＴのブロック
単位（シンボルデータブロック）毎に、データ形式をＳ／Ｐ変換及び離散フーリエ変換を
行い、サブキャリアマッピング部１５に入力する。これにより時間領域のシンボルデータ
ブロックは、周波数領域の複素数からなる周波数データブロックに変換される。なお、所
定数シンボル数ＮＤＦＴは、周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当
該無線通信装置１に対する周波数スケジューリング情報（上り回線ユーザデータ送信用に
割り当てられたサブキャリアに関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基
に決定する。
【０２７０】
　サブキャリアマッピング部１５は、ＤＦＴ部１４の出力である周波数データブロックを
、特定のサブキャリアにマッピング（サブキャリアマッピング）を行い、ＩＦＦＴ部１６
－１及びサブキャリア位相回転部４２に出力する。ここで、サブキャリアマッピングは、
周波数スケジューリング情報抽出部３６から入力される、当該無線通信装置１に対する周
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波数スケジューリング情報（上り回線ユーザデータ送信用に割り当てられたサブキャリア
に関する情報[サブキャリア数、サブキャリア番号等]）を基にマッピングを行う。なお、
マッピング方法は上述したものと同様であるため説明は省略する。
【０２７１】
　ＩＦＦＴ(Inverse Fast Fourier Transform)部１６－１は、サブキャリアマッピング部
１５の出力を、逆高速フーリエ変換して、ＣＰ付加部１９にてＣＰを用いたガード区間を
挿入して送信無線部２０へ出力する。
【０２７２】
　送信無線部２０は、ＣＰ付加部１９から入力した送信データを、ベースバンド周波数か
ら無線周波数へアップコンバート等してアンテナ４０―１より送信する。
【０２７３】
　サブキャリア位相回転部４２は、サブキャリアマッピング部１５の出力を、サブキャリ
ア位相回転量情報抽出部４１により抽出された位相回転量を用いて、サブキャリア毎に同
一の位相回転を与えて、ＩＦＦＴ部１６－２に出力する。
【０２７４】
　ＩＦＦＴ部１６－２は、サブキャリア位相回転部４２の出力を、逆高速フーリエ変換し
て、巡回シフト遅延付加部１８に出力する。
【０２７５】
　巡回シフト遅延付加部１８は、ＩＦＦＴ部１６－２から入力した信号に対し、所定の巡
回シフト遅延量を加えた信号をＣＰ付加部２１に出力する。ここで、巡回シフト遅延量は
、基地局装置において決定されるものであり、通信手順（２）において基地局装置１ｂか
ら送信される制御情報に含まれ、巡回シフト遅延量情報抽出部３７から入力されたものを
保持しておき、ユーザデータ送信時には、同一の巡回シフト遅延量を用いる。
【０２７６】
　ＣＰ付加部２１では、巡回シフト遅延付加部１８から入力した送信データにＣＰを用い
たガード区間を挿入して送信無線部２０へ出力し、送信無線部２２を介して、送信データ
は、ベースバンド周波数から無線周波数へアップコンバート等されてアンテナ４０―２よ
り送信される。
【０２７７】
　図９は本実施の形態３により得られる伝搬路の周波数応答の説明に供する図である。図
９はＣＳＤ送信しない１本のアンテナから送信した場合の伝搬路の周波数応答（点線）と
、２本のアンテナを用いてＣＳＤ送信した場合の伝搬路の周波数応答（実線）を示してい
る。ここで、ＣＳＤ送信時の２本のアンテナからの総送信電力は、ＣＳＤ送信しない１本
のアンテナからの送信電力と等しくしている。
【０２７８】
　図９より、ＣＳＤ送信により、伝搬路の周波数応答が周期的に３ｄＢ改善する部分が現
れることがわかる。また、図９（ａ）は本実施の形態１における伝搬路の周波数応答を示
し、図９（ｂ）は、本実施の形態３における伝搬路の周波数応答を示す。なお、図９（ｂ
）では、４つのサブキャリア位相回転量φ１～φ４を用いた場合の伝搬路の周波数応答を
示す。
【０２７９】
　図９より、サブキャリア位相回転量に依存して、ＣＳＤ送信時により現れる伝搬路のノ
ッチ（周波数特性が大きく落ち込む位置）の位置がシフトする特性をもつ。このように、
本実施の形態３では、サブキャリア位相回転量をサブキャリア毎に周期的（周期Ｔｄ）に
変化させてＣＳＤ送信させることで、図９（ｂ）に異なるノッチをもつ周波数特性をもつ
伝搬路を、Ｔｄ間隔で荒くサンプルすることを意味する。そのため、チャネル品質測定用
部分帯域の幅ΔＣＱＩがΔＣＳＤよりも狭くても、異なるサブキャリア位相回転量を付与
したＣＳＤ送信による伝搬路から、チャネル品質が良好となる周波数リソースサイズ（Δ
ＲＢ）のサブキャリア群を割り当てることができる。
【０２８０】
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　このように本実施の形態３に係る無線通信装置１ｂは、基地局装置２ｂから送信される
巡回シフト遅延量情報を抽出する巡回シフト遅延量情報抽出部３７と、サブキャリア毎に
予め既知の位相回転を与えた位相回転信号を生成するサブキャリア位相回転部４２と、サ
ブキャリアと、サブキャリア位相回転部４２により生成される信号とを用いて、チャネル
品質測定用信号を、巡回シフト遅延量情報抽出部３７により抽出される巡回シフト遅延量
情報に基づいて巡回シフト遅延ダイバーシチ送信するものである。さらに、無線通信装置
１ｂは、チャネル品質測定用帯域に関する情報を含む周波数スケジューリング情報を抽出
する周波数スケジューリング情報抽出部３６と、抽出した前記周波数スケジューリング情
報におけるチャネル品質測定用帯域に限定してチャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延
ダイバーシチ送信する。さらに、無線通信装置１ｂは、基地局装置２ｂから送信されるサ
ブキャリア位相回転量情報を抽出するサブキャリア位相回転量情報抽出部４１と、サブキ
ャリアと、サブキャリア位相回転部４２により生成される信号とを用いて、ユーザデータ
信号を、巡回シフト遅延量情報抽出部３７により抽出される巡回シフト遅延量に基づいて
巡回シフト遅延ダイバーシチ送信する。
【０２８１】
　一方、本実施の形態３に係る基地局装置２ｂは、無線通信装置１ｂから送信されるチャ
ネル品質測定用信号を抽出するパイロット信号抽出部７０と、パイロット信号抽出部７０
により抽出されるチャネル品質測定用信号を用いてサブキャリア毎の受信品質を測定する
受信品質測定部７１と、受信品質測定部７１により抽出されるチャネル品質測定用信号を
用いて、無線通信装置１ｂに対するサブキャリアを割り当てるサブキャリア割当部７２と
、抽出されるチャネル品質測定用信号及びサブキャリア割当部７２により割り当てられる
サブキャリアを用いて、無線通信装置１ｂの送信時に用いられるサブキャリアのサブキャ
リア位相回転量を決定するＭＣＳ・位相回転量決定部７５とを具備する。
【０２８２】
　この構成によって、本実施の形態３の通信装置１ｂでは、チャネル品質測定用部分帯域
の幅ΔＣＱＩを実施の形態１よりも狭めることができる。これにより、他の無線通信装置
とのチャネル品質測定用帯域のシェアリングが容易に、かつ、効率的に行うことができる
。上り回線でのユーザデータ送信のための周波数スケジューリングも、チャネル品質測定
用部分帯域の幅を狭めることで、より割当の自由度が増し効率的に行え、周波数利用効率
をさらに高めることができる。
【０２８３】
　なお、無線通信装置１ｂが、３アンテナ以上で送信が可能な場合、３アンテナ目以上で
与える巡回シフト遅延付加部における巡回シフト遅延量は、巡回シフト遅延付加部１８で
与える巡回シフト遅延量τを超えない、巡回シフト遅延量を与えて送信することで同様な
効果を得ることができる。或いは、基地局装置で、それぞれのアンテナ受信電界強度を測
定することで、予め受信電界強度の高い２アンテナを選択したのちに、本実施の形態３を
適用することでもよい。
【０２８４】
　ここで、基地局装置で決定する巡回シフト遅延時間τは、実施の形態１で説明した方法
で決定する。ここで、係数αは、以下のように１）固定の値としてもよいし、２）可変す
る制御を加えてもよい。　
　１）係数αを常に固定の値とする場合、ΔＣＳＤを基に、ΔＲＢ及び巡回シフト遅延量
（τ）を算出することができる。このため、巡回シフト遅延量（τ）に関する情報を基地
局装置から送信する必要がなくなり、制御信号の情報量を低減することによりデータ伝送
効率を高めることができる。この場合、無線通信装置においては、ΔＣＳＤを基に巡回シ
フト遅延量（τ）を算出するために、図６の構成を図１２に示すような構成にすることで
実現できる。図１２は、実施の形態３に係る無線通信装置の別例を示す図である。すなわ
ち、巡回シフト遅延量情報抽出部３７ａは、周波数スケジューリング情報抽出部３６の出
力であるΔＣＳＤを基に、巡回シフト遅延量（τ）を算出し、巡回シフト遅延付加部１８
に出力する。　
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　２）係数αを可変する場合、例えば、マルチアクセスする他の無線端末装置の多寡によ
り係数αを制御する。すなわち、アクセスする他の無線通信装置が少ない場合には、より
大きな係数αにする制御を加える。これにより、アクセスする他の無線通信装置が比較的
少ない場合には、ΔＣＳＤを大きくすることで、より品質の高いサブキャリアをユーザデ
ータ送信に割り当てることができ、周波数利用効率の改善を図ることができる。
【０２８５】
　なお、本実施の形態３では、巡回シフト遅延量（τ）に関する情報を基地局装置から送
信し、無線通信装置においてその情報を抽出する構成を示したが、巡回シフト遅延量（τ
）の代わりに、上述した係数αに関する情報を送信してもよい。これによって、係数αか
ら、ΔＲＢ及び巡回シフト遅延量（τ）を算出することができるため、同様な効果が得ら
れる。
【０２８６】
（実施の形態４）
　図１０は本発明の実施の形態４に係る無線通信装置１ｃの構成を示すブロック図である
。
【０２８７】
　図１０に示す無線通信装置１ｃは、図１に示す実施の形態１に係る無線通信装置１の構
成において、遅延広がり検出部４６、ＣＳＤ送信制御部４７を追加し、巡回シフト遅延付
加部１８のシフト遅延量を制御する点が異なる。以下、動作の異なる点のみを説明し、同
一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０２８８】
　遅延広がり検出部４６は、受信無線処理部３０から出力されるベースバンド信号を用い
て、ＣＰを用いた自己相関、或いは既知信号パターンを用いた相互相関に基づく方法によ
り遅延プロファイルを検出して遅延広がりを算出することにより遅延広がりを検出し、Ｃ
ＳＤ送信制御部４７に出力する。
【０２８９】
　ＣＳＤ送信制御部４７は、巡回シフト遅延量情報抽出部３７により抽出された巡回シフ
ト遅延量情報が入力されるとともに、遅延広がり検出部４６から遅延広がりが入力され、
遅延広がりと所定の閾値との比較を行い、比較の結果を用いて巡回シフト遅延量を調整し
て、巡回シフト遅延付加部１８に出力する。
【０２９０】
　次に、無線通信装置１ｃの動作に付いて説明する。なお、この無線通信装置１ｃの動作
は、実施の形態１における通信システムにおいて、無線通信装置１の＜通信手順（１）＞
～＜通信手順（５）＞までのうち、＜通信手順（３）＞及び＜通信手順（５）＞のみ異な
り、その他の動作は基地局装置の動作も含めて同様である。
【０２９１】
　したがって、本実施の形態４における無線通信装置１ｃにおける基地局装置との通信動
作について、＜通信手順（３）＞に代えて＜通信手順（３Ｂ）＞、＜通信手順（５）＞に
代えて＜通信手順（５Ｂ）＞として説明する。
【０２９２】
　＜通信手順（３Ｂ）における無線通信装置の動作＞
　無線通信装置１ｃでは、遅延広がり検出部４６は、受信無線処理部３０から出力される
ベースバンド信号を用いて、遅延広がり検出を行う。遅延広がり検出部４６による遅延広
がり検出は、ＣＰを用いた自己相関、或いは既知信号パターンを用いた相互相関に基づく
方法により遅延プロファイルを検出して遅延広がりを算出する手法などを用いる。
【０２９３】
　ＣＳＤ送信制御部４７は、遅延広がり検出部４６の出力である遅延広がりと、所定の閾
値との比較を行う。
【０２９４】
　ＣＳＤ送信制御部４７では、遅延広がりが所定の閾値よりも大きい場合は、伝搬路の周
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波数選択性が十分高いと判断し、１）ＣＳＤ送信により更に伝搬路の周波数選択性を高め
ないように、巡回シフト遅延量情報抽出部３７からの入力にかかわらず、巡回シフト遅延
量を十分小さい値に変更して、巡回シフト遅延付加部１８に出力する。
【０２９５】
　または、遅延広がりが所定の閾値よりも大きい場合は、伝搬路の周波数選択性が十分高
いと判断し、２）ＣＳＤ送信をさせないように、１つのアンテナから送信するように無線
送信部２２を制御する。
【０２９６】
　一方、ＣＳＤ送信制御部４７において、遅延広がりが所定の閾値以下の場合、巡回シフ
ト遅延量情報抽出部３７からの入力をそのままスルーさせて、巡回シフト遅延付加部１８
に出力する。
【０２９７】
　＜通信手順（５Ｂ）における無線通信装置の動作＞
　巡回シフト遅延付加部１８は、ＩＦＦＴ部１６から入力した信号に対し、所定の巡回シ
フト遅延量を加えた信号を出力する。
【０２９８】
　ここで、巡回シフト遅延量は、上述の通信手順（３Ｂ）においてＣＳＤ送信制御部４７
から入力されたものを保持しておき、ユーザデータ送信時には、同一の巡回シフト遅延量
を用いる。
【０２９９】
　以上、本実施の形態４において、通信を行う伝搬路の周波数選択性状況を遅延広がり検
出部により検出し、その結果に基づき、上り回線チャネル品質測定信号送信及びユーザデ
ータ送信時のＣＳＤ送信の巡回シフト遅延量を制御する。
【０３００】
　これにより、周波数選択性が高い場合、ＣＳＤ送信時の巡回シフト遅延量を十分小さく
する、或いはＣＳＤ送信しないことで、伝搬路の周波数選択性を必要以上に激しくするこ
とがなくなる。よって、周波数選択性が激しい場合、１）localized配置で、サブキャリ
アブロックを割り当てる際に、割当られたサブキャリア内で受信品質の変動が大きくなり
、複数のサブキャリアにまたがり良好な品質が得られるサブキャリアブロックの確保がで
きなくなる。
【０３０１】
　また、２）伝搬路の変動が大きい場合、隣接サブキャリアの相関性が低くなり、チャネ
ル推定時に、隣接サブキャリア間でチャネル応答を重み付け平均化して算出するスムージ
ング処理が適用できなくなり、チャネル推定精度が劣化するという問題が発生するが、本
実施の形態４によりそれらの発生を防ぐことができる。
【０３０２】
　なお、無線通信装置が、３アンテナ以上で送信が可能な場合、３アンテナ目以上で与え
る巡回シフト遅延付加部における巡回シフト遅延量は、巡回シフト遅延付加部１８で与え
る巡回シフト遅延量τを超えない、巡回シフト遅延量を与えて送信することで同様な効果
を得ることができる。或いは、基地局装置で、それぞれのアンテナ受信電界強度を測定す
ることで、予め受信電界強度の高い２アンテナを選択したのちに、本実施の形態４の構成
を適用することでもよい。
【０３０３】
　なお、本実施の形態４では、複信方式としてＦＤＤとして説明したが、ＴＤＤ方式にお
ける上り回線での適用も同様に可能である。ＴＤＤシステムの場合、伝搬路の双対性を利
用することで、伝搬路変動が十分に小さい場合、下り回線におけるＣＱＩ報告を上り回線
のチャネル品質として用いることも可能だが、セルラーシステムの場合、干渉量が上り回
線と下り回線で異なるため正確な受信品質の推定が困難である課題があるが、本実施の形
態４では、上りのチャネル品質測定用信号をもとに、周波数スケジューリング及びＭＣＳ
選定を行うことため、その課題を解決することができる。よって、特にセルラーシステム
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への適用が好適である。
【０３０４】
　なお、本実施の形態４に係る無線通信装置１ｃは、図１に示す実施の形態１に係る無線
通信装置１の構成に基づいて説明したが、図７に示す実施の形態３に係る無線通信装置１
ｂの構成を適用しても、同様な効果を得ることができる。
【０３０５】
＜各実施の形態の変形例＞
　（実施の形態１の変形例）
　なお、本実施の形態１では、無線通信装置１においてＣＳＤ送信を行うことを前提とし
て説明を行った。すなわち複数のアンテナからの信号の送信が可能な無線通信装置を前提
としているが、複数のアンテナから信号の送信が困難である無線通信装置に対しては、Ｃ
ＳＤ送信せずに、１つのアンテナからの信号の送信を行うこととする。この場合、ＣＳＤ
送信が困難である無線通信装置においては、本実施の形態による効果は得られないが、Ｃ
ＳＤ送信が可能な他の無線通信装置に特段の悪影響を与えるものとはならない。あるいは
また、別な手法としては、図１３に示す構成を用いて、送信する信号に対し、周期的な周
波数応答を与える送信を行う。
【０３０６】
　以下、上述した図１に基づく動作と異なる図１３の動作の説明を行う。図１３に示す実
施の形態１の変形例としての無線通信装置の構成は、無線送信部２２及びアンテナ４０－
２をなくし、ＣＰ付加部１９とＣＰ付加部２１からの出力を合成する加算部３０１を設け
、その出力を送信無線部２０の入力として与えている点が図１の構成と異なる。この構成
により、ＣＳＤ送信する際の実施の形態１で説明した＜通信手順（３）＞及び＜通信手順
（５）＞における異なる動作のみを以下説明する。
【０３０７】
　ＣＰ付加部１９は、ＩＦＦＴ部１６から入力した送信データにＣＰを用いたガード区間
を挿入して加算部３０１へ出力する。
【０３０８】
　巡回シフト遅延付加部１８は、ＩＦＦＴ部１６から入力した信号に対し、所定の巡回シ
フト遅延量を加えた信号を出力する。ここで、巡回シフト遅延量は、基地局装置において
決定されるものであり、基地局装置から送信される制御情報に含まれ、巡回シフト遅延量
情報抽出部３７から入力される。
【０３０９】
　ＣＰ付加部２１は、巡回シフト遅延付加部１８から入力した送信データにＣＰを用いた
ガード区間を挿入して加算部３００へ出力する。
【０３１０】
　加算部３００は、ＣＰ付加部１９及２１の出力を加算合成して送信無線部２０に出力す
る。
【０３１１】
　送信無線部２０は、加算部３００から入力した送信データを、ベースバンド周波数から
無線周波数へアップコンバート等してアンテナ４０―１より送信する。
【０３１２】
　以上によりアンテナ４０－１から出力される信号には、図１の構成で得られるのと同様
な周波数応答に周期性が現れる特性の送信信号を生成することができ、上述した実施の形
態１の同様な効果を得ることができる。なお、無線通信装置１が、３アンテナ以上で送信
が可能な場合、上記構成の無線通信装置１の変形例において、３アンテナ目以上で与える
追加した巡回シフト遅延付加部における巡回シフト遅延量は、巡回シフト遅延付加部１８
で与える巡回シフト遅延量τを超えないような巡回シフト遅延量を与えて送信することで
同様な効果を得ることができる。或いは、基地局装置で、それぞれのアンテナ受信電界強
度を測定することで、予め受信電界強度の高い２アンテナを選択したのちに、本実施の形
態１を適用することでもよい。
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【０３１３】
　また、この実施の形態１の変形例でも、巡回シフト遅延量（τ）に関する情報を基地局
装置２から送信し、無線通信装置１においてその情報を抽出する構成を示したが、巡回シ
フト遅延量（τ）の代わりに、上述した係数αに関する情報を送信してもよい。さらに、
本実施の形態１の変形例では、複信方式としてＦＤＤとして説明したが、上述したように
ＴＤＤ方式における上り回線での適用も同様に可能であることは勿論である。
【０３１４】
（実施の形態２の変形例）
　なお、上記実施の形態２では、無線通信装置１ａにおいてＣＳＤ送信を行うことを前提
として説明を行った。すなわち複数のアンテナからの信号の送信が可能な無線通信装置１
ａを前提としているが、複数のアンテナから信号の送信が困難である無線通信装置に対し
ては、ＣＳＤ送信せずに、１つのアンテナからの信号の送信を行うこととする。この場合
、ＣＳＤ送信が困難である無線通信装置においては、本実施の形態による効果は得られな
いが、ＣＳＤ送信が可能な他の無線通信装置に特段の悪影響を与えるものとはならない。
【０３１５】
　あるいはまた、別な手法としては、図１４に示す構成を用いて、送信する信号に対し、
周期的な周波数応答を与える送信を行う。
【０３１６】
　以下、上述した図５に基づく無線通信装置１ａの動作と異なる無線通信装置１ａの変形
例の動作を、図１４を参照して説明を行う。図１４に示す無線通信装置１ａの構成は、Ｉ
ＦＦＴ部１６－２、ＣＰ付加部２１、無線送信部２２及びアンテナ４０－２をなくし、サ
ブキャリアマッピング部１５と巡回シフト遅延部５８からの出力を合成する加算部３０１
を設け、その出力をＩＦＦＴ部１６－１の入力として与えている点が図１の構成と異なる
。この構成による、実施の形態１で説明したＣＳＤ送信する際の＜通信手順（３）＞及び
＜通信手順（５）＞における異なる動作のみを以下説明する。
【０３１７】
　巡回シフト遅延付加部５８は、サブキャリアマッピング部１５の出力に対し、（数２）
に示すように、サブキャリア毎に異なる位相回転φ（ｋ）を与え、加算部３０１に出力す
る。ここで、巡回シフト遅延量は、基地局装置において決定されるものであり、基地局装
置から送信される制御情報に含まれ、巡回シフト遅延量情報抽出部３７から入力される。
【０３１８】
　加算部３０１は、サブキャリアマッピング部１５の出力及び巡回シフト遅延付加部５０
の出力を加算合成してＩＦＦＴ部１６－１に出力する。
【０３１９】
　ＣＰ付加部１９は、ＩＦＦＴ部１６―１から入力した送信データにＣＰを用いたガード
区間を挿入して送信無線部２０へ出力する。
【０３２０】
　送信無線部２０は、ＣＰ付加部１９から入力した送信データを、ベースバンド周波数か
ら無線周波数へアップコンバート等してアンテナ４０―１より送信する。
【０３２１】
　以上によりアンテナ４０－１から出力される信号には、図５の構成で得られるのと同様
な周波数応答に周期性が現れる特性の送信信号を生成することができ、実施の形態２の変
形例によれば、上述した実施の形態２の同様な効果を得ることができる。
【０３２２】
（実施の形態５）
　図１５は、本発明の実施の形態５に係る無線通信装置１ｄの構成を示すブロック図であ
る。なお、無線通信装置（無線通信端末）１ｄは、図１に示す実施の形態１に対応する無
線通信装置１と同様の基本的構成を有しており、同一の構成要素には同一の符号を付し、
その説明を省略し異なる点のみ説明する。
【０３２３】
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　無線通信装置１ｄが、図１に示す無線通信装置１と異なる部分は、基地局固有遅延量情
報抽出部３１０、基地局固有遅延量付加部３１１－１、３１１－２を新たに備える点であ
る。無線通信装置１ｄは、基地局装置２ｄ（図１８参照）から送信される巡回シフト遅延
量情報を抽出する基地局固有遅延量情報抽出部（巡回シフト遅延量情報抽出部）３１０と
、基地局固有遅延量情報抽出部３１０により抽出される巡回シフト遅延量情報（ここでは
、セクタ毎に異なる巡回シフト遅延量情報）を用いて、基地局装置２ｄにチャネル品質測
定用信号を巡回シフト遅延して送信する送信部（基地局固有遅延量付加部３１１－１、３
１１－２、ＣＰ付加部１９、２１、送信無線部２０、２２、アンテナ４０－１、４０－２
）とを具備する。
【０３２４】
　基地局固有遅延量情報抽出部３１０は、基地局装置１ｄが構成するセクタ毎に異なる固
有の巡回シフト遅延量に関する情報（以下、基地局固有遅延量情報）を復調復号部３３の
出力信号から抽出する。ここで基地局固有遅延量情報は、基地局装置２ｄ（図１８参照）
から送信される情報である。なお、基地局装置２ｄ（図１８参照）の構成については後述
する。
【０３２５】
　基地局固有遅延量付加部３１１－１、３１１－２は、基地局固有遅延量情報抽出部３１
０の出力情報である基地局固有遅延量情報で示される巡回シフト遅延量を基に、ＩＦＦＴ
部１６の出力及び巡回シフト遅延付加部１８の各々の出力に対し、共通の巡回シフト遅延
を付加し、ＣＰ付加部１９、２１に出力する。なお、図１５では、送信アンテナが２本（
４０－１，４０－２）のときを示しているが、３本以上の場合も同様に、アンテナ毎に、
基地局固有遅延量付加部３１１で共通の基地局固有遅延量で示される巡回シフト遅延量を
付加する。なお、巡回シフト遅延付加部１８と、基地局固有遅延量付加部３１１－２は、
それらの処理の順序を入れ替えても同様の効果が得られる。
【０３２６】
　図１６は、ＩＦＦＴ部１６の出力に対する、巡回シフト遅延付加部１８、基地局固有遅
延量付加部３１１、ＣＰ付加部１９、２１の出力信号を示す。巡回シフトは以下のように
行う。すなわち、巡回シフト遅延付加部１８あるいは基地局固有遅延量付加部３１１－１
、３１１－２での所定の遅延量情報に基づき、ＩＦＦＴ部１６の出力信号を時間シフトし
、時間シフトした結果、ＦＦＴ時間長を超える部分のＦＦＴ部の出力信号を取り除き、そ
の部分を先頭部に移動する。
【０３２７】
　ＣＰ付加部１９、２１では、基地局固有遅延量付加部３１１－１、３１１－２の出力信
号の最後部からCP長の時間部分を先頭部分にコピーする処理を行う。
【０３２８】
　図１７は、異なるセクタ（例えば、セクタ１～３）に存在する複数の無線通信装置１ｄ
―１～Ｎ（ｋ）に割当られたチャネル品質測定用パイロット信号を示す。本実施の形態に
おいては、図１７に示すように、チャネル品質測定用パイロット信号は、異なるセクタ（
例えば、セクタ１～３）で、同一時刻のＯＦＤＭシンボルにおける周波数サブキャリア信
号を用いる。また、第ｋ番目のセクタ内では、複数の無線通信装置１ｄ―１～Ｎ（ｋ）か
ら送信されるチャネル品質測定用パイロット信号がＦＤＭにより多重される。
【０３２９】
　図１８は、実施の形態５に係る基地局装置２ｄの構成を示す図である。なお、この基地
局装置２ｄは、図２に示す実施の形態１に対応する基地局装置２と同様の基本的構成を有
しており、同一の構成要素には同一の符号を付して、その説明を省略し、異なる点のみ説
明する。なお、以下では、各無線通信装置１ｄ―１～Ｎは、基地局装置２ｄとの同期が確
立し、上り回線の基地局装置における受信タイミングのずれは、ガード区間長内程度の誤
差精度で同期しているものとする。また、セクタ間での基地局装置間の同期も同様に、上
り回線の基地局装置で受信タイミングのずれは、ガード区間長内程度の誤差精度で同期し
ているものとする。
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【０３３０】
　基地局装置２ｄが、図２に示す基地局装置２と異なる部分は、基地局固有遅延量生成部
３０４、パイロット信号抽出処理部３０５を新たに有する点と、受信信号の処理を行う受
信信号処理部２００－１～２００－Ｎにおけるパイロット信号抽出部３１及び受信品質測
定部７１に替えて、データ信号抽出部３０２及びデータ復調復号部３０３を備える点であ
る。
【０３３１】
　なお、パイロット信号抽出処理部３０５は、図２に示す基地局装置２におけるパイロッ
ト信号抽出部７０及び受信品質測定部７１の動作を含む。このため、図１８に示す基地局
装置２ｄでは、基地局装置２と異なり、パイロット信号抽出部７０、受信品質測定部７１
は不要な構成となっている。以下、基地局装置２ｄの動作の説明を行う。なお、以下、基
地局装置２ｄが構成するセクタ数は、（Ｎ＿ＳＥＣＴＯＲ）とあらわされる。
【０３３２】
　データ信号抽出部３０２は、基地局装置２におけるＯＦＤＭ復調部５１と同様のＯＦＤ
Ｍ復調部５１から入力した受信信号より、無線通信装置１ｄから送信されたデータ信号を
抽出してデータ復調復号部３０３へ出力する。
【０３３３】
　基地局装置２ｄは、制御情報抽出部５２、復調復号部５３、データ信号抽出部３０２、
データ復調復号部３０３を含む受信信号処理部２００ａを、ここでは、複数Ｎ個有する。
基地局装置２ｄにてＯＦＤＭ復調部５１にて復調される信号が、複数の無線通信装置１ｄ
―１～Ｎで送信された信号を含む場合、Ｎ個の受信信号処理部２００ａでは、各無線通信
装置に対して受信信号処理部は個別に上述した処理を行う。具体的には、第ｋ番目の無線
通信装置１ｄ―ｋに対しては受信信号処理部２００ａ―ｋが上述した処理を行う。なお、
基地局装置２、２ｂも、第ｋ番目の無線通信装置１ｄ―ｋに対しては受信信号処理部２０
０―ｋが、各部５２、５３、７０、７１を用いた処理を行っている。
【０３３４】
　基地局固有遅延量生成部３０４は、基地局装置が構成するセクタ毎に異なる固有の巡回
シフト遅延量に関する情報である基地局固有遅延量情報を生成して、制御情報生成部５７
及びパイロット信号抽出処理部３０５に出力する。制御情報生成部５７は、実施の形態１
で示した制御情報に加えて、基地局固有遅延量情報（セクタ毎の固有の遅延量）を含めた
制御情報を生成する。なお、基地局固有遅延量生成部３０４において生成される基地局固
有遅延量情報は、基地局装置が構成するセクタ毎に異なる固有の巡回シフト遅延量に関す
る情報に替えて、隣接する基地局装置毎に異なる固有の巡回シフト遅延量に関する情報と
してもよい。
【０３３５】
　ここで、隣接する基地局装置毎に異なる固有の巡回シフト遅延量の具体的な生成方法と
して、例えば、以下の方法がある。すなわち、第ｋ番目の基地局装置に固有の識別番号と
して整数値BS_ID（ｋ）を与え、それに対し、固有の巡回遅延量として与えることのでき
る最大数をN＿DLとした場合、BS_ID（ｋ）に対し、N＿DLによるモジュロー演算を施す（
整数値BS_ID（ｋ）を、N_DL で割り算した場合の剰余を算出する）。前記演算により得ら
れた値を固有の巡回シフト遅延量とする。これにより、基地局装置を設置する際に、近接
するエリアに対し、順次、連続的に基地局装置の固有の識別番号BS_ID（ｋ）ID を割り振
ることで、固有の巡回遅延量を隣接する基地局装置毎に異なるようにできる。
【０３３６】
　ここで、基地局固有遅延量生成部３０４において生成される、基地局装置が構成するセ
クタにおける基地局固有遅延量情報を説明する。基地局固有遅延量生成部３０４では、基
地局装置が構成する第ｋ番目のセクタにおいて、基地局固有遅延量（セクタ毎の固有の遅
延量）Ｄ（ｋ）は、次式（４）、（５）の関係を満たすように設定する。
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【数４】

【数５】

　ここで、ｋ＝１～Ｎ＿ＳＥＣＴＯＲ、基地局装置２ｄが構成するセクタの数：Ｎ＿ＳＥ
ＣＴＯＲ、ＣＰ付加部１９で付加するＣＰ長（ガード区間長）：　Ｔ＿ＧＩ、無線通信装
置１ｄから送信されるＦＦＴ時間長：Ｔ＿ＦＦＴである。
【０３３７】
　図１９は、パイロット信号抽出処理部３０５の構成を示すブロック図である。図１９に
示すようにパイロット信号抽出処理部３０５は、パイロット信号抽出部３５０１、チャネ
ル品質測定用パイロット信号生成部３５０２、変動量検出部３５０３、ＩＦＦＴ部３５０
４、第１及び第２の時間窓生成部３５０５、３５０６、第１及び第２の時間窓乗算部３５
０７、３５０８、第１及び第２のＦＦＴ部３５０９、３５１０及び受信品質測定部３５１
１を有する。
【０３３８】
　パイロット信号抽出部３５０１は、ＯＦＤＭ復調部５１（図１８参照）から入力された
サブキャリア信号に対して、自セクタである第ｋ番目のセクタに属する複数の無線通信装
置１ｄ―１～Ｎ（ｋ）から送信されたチャネル品質測定用パイロット信号を含むＯＦＤＭ
シンボルに含まれるサブキャリア信号ＳＣ（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）を抽出する。この際、チャ
ネル品質測定用パイロット信号が送信されていないサブキャリア信号はヌル信号とする（
信号成分をない状態。無信号状態に置換する）。ここで、Ｔ＿ＰＬはチャネル品質測定用
パイロット信号が含まれるＯＦＤＭシンボルタイミング、ｆｎはサブキャリア番号を示す
。抽出されたサブキャリア信号ＳＣ（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）は、変動量検出部３５０５に出力
される。
【０３３９】
　チャネル品質測定用パイロット信号生成部３５０２は、ＯＦＤＭのそれぞれのサブキャ
リア信号を用いて送信される、予め既知であるチャネル品質測定用パイロット信号をＯＦ
ＤＭシンボル単位のサブキャリア信号ＳＣ＿ＰＬ（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）として生成する。生
成されたＯＦＤＭシンボル単位のサブキャリア信号ＳＣ＿ＰＬ（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）は、変
動検出部３５０３に出力される。
【０３４０】
　変動量検出部３５０３は、チャネル品質測定用パイロット信号生成部３５０２から入力
される予め既知であるチャネル品質測定用パイロット信号を用いて、パイロット信号抽出
部３５０１から入力されるチャネル品質測定用パイロット信号の変動量を検出する。
【０３４１】
　具体的には、変動量検出部３５０３は、既知の信号として生成されたＯＦＤＭシンボル
単位のサブキャリア信号ＳＣ＿ＰＬ（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）を用いて、抽出されたチャネル品
質測定用パイロット信号が伝搬路で受けた複素変動量ＳＣ＿ｃｈ（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）を検
出する。すなわち、すべての有効なサブキャリア（ｆｎ＝１～Ｎｓｃ）に対し、サブキャ
リア単位で、ＳＣ＿ｃｈ（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）＝ＳＣ（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）／ＳＣ＿ＰＬ（Ｔ
＿ＰＬ、ｆｎ）を演算する。ここで、ＮｓｃはＯＦＤＭシンボルに含まれる有効なサブキ
ャリア数である。変動検出部３５０３における演算により検出された複素変動量は、ＩＦ
ＦＴ部３５０４に出力される。
【０３４２】
　ＩＦＦＴ部３５０４は、算出された複素変動量ＳＣ＿ｃｈ（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）を入力と
して、所定のFFTサンプル数NFFTにより、ＩＦＦＴ処理を行い、周波数領域信号を時間領
域信号ｙ（T_PL,t）に変換する。ここで、ｆｎ＝１～Ｎｓｃである。ＩＦＦＴ部３５０４
において、NｓｃがNFFTに満たない場合は、ゼロ埋めを行うか、あるいは複素変動量ＳＣ
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＿ｃｈ（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）を用いて補間を行う。変換後の信号である時間領域信号ｙ（T_
PL,t）は、第１の時間窓乗算部３５０７及び第２の時間窓乗算部３５０８に出力される。
【０３４３】
　第１の時間窓生成部３５０５は、第ｋ番目のセクタにおいて、基地局固有遅延量生成部
３０４（図１８参照）の出力信号である基地局固有遅延量Ｄ（ｋ）を基に次式（６）、（
７）のような時間窓WIN１（ｔ）を生成する。ここで、Twは、時間窓長であり、Ｔ＿ＧＩ
≦Tw≦Ａｔの関係を満たすようにTwを設定する。
【数６】

【０３４４】
　第２の時間窓生成部３５０６は、第ｋ番目のセクタにおいて、基地局固有遅延量生成部
３０４（図１８参照）の出力信号である基地局固有遅延量Ｄ（ｋ）を基に次式（８）、（
９）のような時間窓WIN２（ｔ）を生成する。ここで、Twは、時間窓長であり、Ｔ＿ＧＩ
≦Tw≦Ａｔの関係を満たすようにTwを設定する。

【数７】

【０３４５】
　第１の時間窓乗算部３５０５は、ＩＦＦＴ部３５０４の出力信号ｙ（T_PL,t）と第１の
時間窓WIN１（ｔ）を乗算した結果ｙ（T_PL,t）×WIN１（ｔ）を出力する。
【０３４６】
　第２の時間窓乗算部３５０８は、ＩＦＦＴ部３５０４の出力信号ｙ（T_PL,t）と第１の
時間窓WIN２（ｔ）を乗算した結果ｙ（T_PL,t）×WIN２（ｔ）を出力する。
【０３４７】
　第１のＦＦＴ部３５０９は第１の時間窓乗算部３５０７の出力信号をFFT処理すること
で、時間領域信号を周波数領域信号ＳＣ＿D（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）に変換する。ＳＣ＿D（Ｔ
＿ＰＬ，ｆｎ）は所望セクタ信号成分推定量として受信品質測定部に出力する。
【０３４８】
　第２のＦＦＴ部３５１０は第２の時間窓乗算部３５０８の出力信号をFFT処理すること
で、時間領域信号を周波数領域信号ＳＣ＿U（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）に変換する。ＳＣ＿U（Ｔ
＿ＰＬ，ｆｎ）は他セクタ干渉信号成分推定量として受信品質測定部に出力する。
【０３４９】
　受信品質測定部３５１１は、第１のＦＦＴ部３５０９の出力と、第２のＦＦＴ部３５１
０の出力を基に、サブキャリア毎の受信品質を測定する。すなわち、受信品質測定部３５
１１は、チャネル品質測定用部分帯域内におけるサブキャリア毎の受信品質Q＿SC（Ｔ＿
ＰＬ、ｆｎ）＝ＳＣ＿D（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）／ＳＣ＿U（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）を算出した結果
と、さらに、所望セクタ信号成分推定量ＳＣ＿D（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）を含めてサブキャリ
ア割当部７２へ出力する。
【０３５０】
　図２０～図２２は、複数の無線通信装置が存在するセクタを複数有する基地局装置にお
けるパイロット信号抽出処理部の動作を示す図である。具体的には、図２０～図２２は、
セクタ数Ｎ＿ＳＥＣＴＯＲ＝３、各セクタに存在する無線通信装置数Ｎ（ｋ）＝３である
場合のセクタ１の基地局装置１ｄ－１におけるパイロット信号抽出処理部３０５の動作を
模式的に示した図である。図２０は、パイロット信号抽出処理部３０５に入力される信号
を模式的に示す図、図２１は、パイロット信号抽出処理部において処理される信号を模式
的に示す図、図２２は、パイロット信号抽出処理部において各ブロック間を流れる信号を
示す図である。
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【０３５１】
　自セクタ及び他セクタが同一時間で同一のサブキャリア信号を用いてチャネル品質測定
用パイロット信号の送信を行う場合、セクタ１での基地局装置における受信信号は、図２
０及び図２１に示すように、自セクタに存在する無線通信装置だけでなく、他のセクタに
存在する無線通信装置からの干渉信号を含む。
【０３５２】
　本発明においては、各セクタ（セクタ１～３）における無線通信装置♯１、＃２は、セ
クタ（セクタ１～３）毎に異なる巡回遅延D(k)を用いて上り回線の送信を行う。このため
、パイロット信号抽出処理部３０５において、変動量検出部３５０３の出力信号を、ＩＦ
ＦＴ部３５０４によりIFFTして得られる時間領域信号は、以下のような信号に相当するも
のが得られる。
【０３５３】
　すなわち、各セクタ（図２１ではセクタ１～３で示す）における無線通信装置（図２１
では無線通信装置＃１、＃２で示す）から、基地局装置１ｄまでの伝搬路を通り受信され
る上り回線の遅延プロファイルを、巡回遅延量D(k)分だけ時間シフトした信号（４００～
４０５）を、信号を合成した信号４０６として検出される。この合成した信号４０６は、
ＩＦＦＴ部の出力信号に相当するものであり、図２２Ａは、所望セクタ信号成分と干渉セ
クタ信号成分とを時間軸上で分離される前の信号４０６を示している。
【０３５４】
　従って、ＩＦＦＴ部３５０４から出力される信号４０６に、第１あるいは第２の時間窓
乗算部３５０７、３５０８により時間窓を乗算することで、所望セクタ信号成分と、干渉
セクタ信号成分を、時間軸上で分離して検出することができる。なお、第１の時間窓乗算
部３５０７の動作を図２２Ｂに模式図として示し、第２の時間窓乗算部３５０８の動作を
図２２Ｃに模式図として示している。第１の時間窓乗算部３５０７から第１のＦＦＴ部３
５０９に出力される信号４０７ａを図２２Ｄに示し、第２の時間窓乗算部３５０８から第
２のＦＦＴ部３５１０に出力される信号４０７ｂを図２２Ｅに示している。
【０３５５】
　信号４０７ａ、４０７ｂは、第１の時間窓乗算部３５０７及び第２の時間窓乗算部３５
０８において、それぞれ所望セクタ信号成分（図２２Ｄに示す信号４０７ａ成分）と、干
渉セクタ信号成分（図２２Ｅに示す信号４０７ｂ成分）を時間軸上で分離した信号となっ
ている。これら所望セクタ信号成分が時間軸上で分離した信号４０７ａと、干干渉セクタ
信号成分が時間軸上で分離した信号４０７ｂとを、第１、第２のＦＦＴ部３５０９、３５
１０により、それぞれ周波数領域の信号に変換することで、サブキャリア毎の所望セクタ
信号成分と、干渉セクタ信号成分を検出することができる。
【０３５６】
　サブキャリア割当部７２は、パイロット信号抽出処理部３０５の出力である受信品質測
定結果Q＿SC（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）、所望セクタ信号成分推定量ＳＣ＿D（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）
を用いて無線通信装置１ｄに対するサブキャリアを割り当てる。具体的には、サブキャリ
ア割当部７２は、パイロット信号抽出処理部３０５から入力された各ユーザの無線通信装
置のサブキャリア毎のSIR情報に相当するチャネル品質Q＿SC（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）及び所望
セクタ信号成分推定量ＳＣ＿D（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）に基づき、リソースブロックサイズ決
定部５４からのＲＢサイズを用いて、スケジューリングアルゴリズムに基づいてスケジュ
ーリングを行い、ＭＣＳ決定部７３及び制御情報生成部５７に出力する。
【０３５７】
　ここで、スケジューリングアルゴリズムとしては、複数セクタから得られたチャネル品
質Q＿SC（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）、所望セクタ信号成分推定量ＳＣ＿D（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）を用
いることで、セクタ間の干渉状況を考慮したスケジューリングを行う。
【０３５８】
　すなわち、チャネル品質Q＿SC（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）が所定値よりも高いサブキャリアに
対しては、セクタ間で、同一の周波数リソースと同一の時間リソースを共通に用いて無線



(41) JP 5106129 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

通信装置を多重する。一方、チャネル品質Q＿SC（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）が所定値より低い場
合は、セクタ間の周波数または時間リソースを異ならせて割り当てることで、他セクタか
らの干渉信号成分を低減した上で、所望セクタ信号成分推定量ＳＣ＿D（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ
）を基にした変調多値数を適切に設定することができる。
【０３５９】
　本実施の形態の基地局装置２ｄは、チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延して送信
する無線通信装置１ｄで用いられる基地局固有遅延量情報（巡回シフト遅延量情報）を生
成する基地局固有遅延量生成部（巡回シフト遅延量生成部）３０４と、基地局固有遅延量
情報（巡回シフト遅延量情報）を前記無線通信装置に送信する送信部とを具備する。また
、基地局固有遅延量生成部（巡回シフト遅延量生成部）３０４は、基地局固有遅延量情報
（巡回シフト遅延量情報）をセクタ毎に異なるように生成する。
【０３６０】
　本実施の形態の基地局装置２ｄにおいては、チャネル品質測定用パイロット信号を、巡
回遅延量を異ならせて複数セクタに、周波数リソース、時間リソースを共通的に用いて多
重することで、複数のセクタに対するチャネル品質測定用部分帯域内の、サブキャリア毎
のSIR情報に相当するチャネル品質情報、所望セクタ信号成分推定量ＳＣ＿D（Ｔ＿ＰＬ，
ｆｎ）及び他セクタ干渉信号成分推定量ＳＣ＿U（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）のそれぞれを独立し
て推定することができる。
【０３６１】
　従って、チャネル品質測定用パイロット信号の送信時の周波数リソース、時間リソース
を低減することができ、データ伝送効率を高めることができる。また、サブキャリア割当
部７２において、複数セクタから得られたチャネル品質Q＿SC（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）、所望
セクタ信号成分推定量ＳＣ＿D（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）を用いることで、セクタ間の干渉状況
を考慮したスケジューリングを行うことができ、周波数利用効率を高めることができる。
【０３６２】
　なお、図２３は、実施の形態５に係る無線通信装置１ｄの変形例である無線通信装置１
ｅの構成を示すブロック図である。
【０３６３】
　図２３に示す無線通信装置１ｅは、１つのアンテナからの送信が可能な無線通信装置の
構成を示す。
【０３６４】
　基地局固有遅延量情報抽出部３１０は、基地局装置１ｄ（図１５参照）が構成するセク
タに固有の基地局固有遅延量情報を復調復号部３３の出力信号から抽出して、基地局固有
遅延量付加部３１１に出力する。
【０３６５】
　基地局固有遅延量付加部３１１は、基地局固有遅延量情報抽出部３１０の出力情報であ
る基地局固有遅延量情報で示される巡回シフト遅延量を用いて、ＩＦＦＴ部１６の出力に
対し、巡回シフト遅延を付加し、ＣＰ付加部１９へ出力する。
【０３６６】
　この構成によれば、１つのアンテナからの送信が可能な無線通信装置においても、図１
５に示す複数アンテナ送信可能な無線通信装置１ｄと同様に、基地局装置において、上述
した本実施の形態における効果を得ることができる。
【０３６７】
　なお、本実施の形態に、各ユーザの無線通信装置から送信されるチャネル品質測定用パ
イロット信号に、更に、セクタ毎に異なる直交符号系列を用いて符号多重伝送を行っても
良い。これにより、本実施の形態の効果に、さらに、直交符号系列によるセクタ間の信号
の分離精度を高めることができ、チャネル品質Q＿SC（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）、所望セクタ信
号成分推定量ＳＣ＿D（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）の推定精度を向上することができる。
【０３６８】
　また、複数の基地局装置がそれぞれ複数のセクタを構成する場合、基地局固有遅延量Ｄ
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１（ｋ）が、隣接する基地局装置で構成するセクタにおける基地局固有遅延量Ｄ２（ｋ）
と重ならないように設定する。これにより、チャネル品質測定用パイロット信号を同一の
周波数リソース、時間リソースを用いて送信した場合でも、本実施の形態と同様な効果が
得られる。また、各基地局装置におけるチャネル品質測定用パイロット信号の受信信号に
、基地局装置が異なる他セクタからの干渉信号が含まれる場合でも、所望信号成分との分
離受信ができ、受信品質測定精度を確保することができる。
【０３６９】
（実施の形態６）
　図２４は、本発明の実施の形態６に係る無線通信装置１ｆの構成を示すブロック図であ
る。なお、図２４に示す無線通信装置（無線通信端末）１ｆは、図１に示す実施の形態１
に対応する無線通信装置１と同様の基本的構成を有しており、同一の構成要素には同一の
符号を付し、その説明を省略し異なる点のみ説明する。
【０３７０】
　無線通信装置１ｆが、図１に示す無線通信装置１と異なる部分は、ユーザ固有遅延量情
報抽出部４１０、ユーザ固有遅延量付加部４１１－１、４１１－２を新たに備える点であ
る。
【０３７１】
　この無線通信装置１ｆは、基地局装置２ｅ（図２６参照）から送信される巡回シフト遅
延量情報を抽出するユーザ固有遅延量情報抽出部（巡回シフト遅延量情報抽出部）４１０
と、ユーザ固有遅延量情報抽出部４１０により抽出される巡回シフト遅延量情報（ここで
は、ユーザ（無線通信装置としての端末）固有の巡回シフト遅延量に関する情報）を用い
て、基地局装置２ｅにチャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延して送信する送信部（ユ
ーザ固有遅延量付加部４１１－１、４１１－２、ＣＰ付加部１９、２１、送信無線部２０
、２２、アンテナ４０－１、４０－２）とを具備する。つまり、無線通信装置１ｆでは、
ユーザ毎に異なる巡回シフト遅延量情報を用いてチャネル品質測定用信号が基地局装置２
ｅに送信される。
【０３７２】
　ユーザ固有遅延量情報抽出部４１０は、チャネル品質測定用パイロット信号を同一ＯＦ
ＤＭシンボル、同一の周波数サブキャリアで異なる無線通信装置１ｅ―１～Ｎ（ｋ）に対
し多重する際に、ユーザ固有の巡回シフト遅延量に関する情報（以下、ユーザ固有遅延量
情報）を復調復号部３３の出力信号から抽出する。ここでユーザ固有遅延量情報は、基地
局装置２ｅ（図２６参照）から送信される情報である。なお、基地局装置２ｅ（図２６参
照）の構成については後述する。
【０３７３】
　ユーザ固有遅延量付加部４１１－１、４１１－２は、ユーザ固有遅延量情報抽出部４１
０の出力情報であるユーザ固有遅延量情報で示される巡回シフト遅延量を基に、ＩＦＦＴ
部１６の出力及び巡回シフト遅延付加部１８の各々の出力に対し、共通の巡回シフト遅延
を付加し、ＣＰ付加部１９、２１への入力とする。なお、図２４では、送信アンテナが２
本（４０－１、４０－２）のときを示しているが、３本以上の場合も同様に、アンテナ毎
に、ユーザ固有遅延量付加部４１０を付加して共通の基地局固有遅延量で示される巡回シ
フト遅延量を付加する。なお、巡回シフト遅延付加部１８と、ユーザ固有遅延量付加部４
１１－２は、それらの処理の順序を入れ替えても同様の効果が得られる。
【０３７４】
　図２５は、同一のセクタに存在する複数の無線通信装置１ｅ―１～Ｎ（ｋ）に割当られ
たチャネル品質測定用パイロット信号を示す。本実施の形態においては、図２５に示すよ
うに、チャネル品質測定用パイロット信号は、同一のセクタで、同一のＯＦＤＭシンボル
における同一の周波数サブキャリア信号を用いて、Ｎｐ個分多重されるものとする。なお
、図２５ではＮｐ＝３の例を示している。
【０３７５】
　また、第ｋ番目に多重されるチャネル品質測定用パイロット信号において、複数の無線
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通信装置１ｅ―１～Ｎ（ｋ）から送信されるチャネル品質測定用パイロット信号として、
ＦＤＭを用いてさらに多重される。ここで、ｋ＝１～Ｎｐである。
【０３７６】
　図２６は、実施の形態６に係る基地局装置２ｅの構成を示すブロック図である。なお、
この基地局装置２ｅは、図２に示す実施の形態１に対応する基地局装置２と同様の基本的
構成を有しており、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略し異なる点の
み説明する。なお、以下では、各無線通信装置１ｅ―１～Ｎは、基地局装置２ｅとの同期
が確立し、上り回線の基地局装置における受信タイミングのずれは、ガード区間長内程度
の誤差精度で同期しているものとする。また、セクタ間での基地局装置間の同期も同様に
、上り回線の基地局装置で受信タイミングのずれは、ガード区間長内程度の誤差精度で同
期しているものとする。
【０３７７】
　基地局装置２ｅが、図２に示す基地局装置２と異なる部分は、ユーザ固有遅延量生成部
４１３、パイロット信号抽出処理部４２０を新たに付加する点である。
【０３７８】
　基地局装置２ｅは、チャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延して送信する無線通信装
置１ｆで用いられるユーザ固有遅延量（無線通信装置毎の固有の巡回シフト遅延量情報）
を生成するユーザ固有遅延量生成部（巡回シフト遅延量生成部）４１３と、ユーザ固有遅
延量情報を無線通信装置１ｆに送信する送信部とを具備する。また、ユーザ固有遅延量生
成部（巡回シフト遅延量生成部）４１３は、巡回シフト遅延量情報を、無線通信装置毎に
異なるように生成する。
【０３７９】
　なお、基地局装置２ｅは、制御情報抽出部５２、復調復号部５３、データ信号抽出部３
０２、データ復調復号部３０３を含む受信信号処理部２００を、ここでは、複数Ｎ個有す
る。基地局装置２ｄにてＯＦＤＭ復調部５１にて復調される信号が、複数の無線通信装置
１ｄ―１～Ｎで送信された信号を含む場合、Ｎ個の受信信号処理部２００では、各無線通
信装置に対して受信信号処理部は個別に上述した処理を行う。具体的には、第ｋ番目の無
線通信装置１ｄ―ｋに対しては受信信号処理部２００―ｋが上述した処理を行う。
【０３８０】
　また、パイロット信号抽出処理部４２０には、図２に示す基地局装置２におけるパイロ
ット信号抽出部７０及び受信品質測定部７１の動作を含む。このため、図２６に示す基地
局装置２ｅでは、基地局装置２と異なり、パイロット信号抽出部７０、受信品質測定部７
１は不要な構成となっている。以下、基地局装置２ｅの動作の説明を行う。
【０３８１】
　ユーザ固有遅延量生成部４１３は、第ｋ番目に多重されるチャネル品質測定用パイロッ
ト信号に対して固有の巡回シフト遅延量に関する情報であるユーザ固有遅延量情報を生成
して、制御情報生成部５７及びパイロット信号抽出部４２０に出力する。制御情報生成部
５７は、実施の形態１で示した制御情報に加えて、ユーザ固有遅延量情報を含めた制御情
報を生成する。
【０３８２】
　ユーザ固有遅延量生成部４１３において、ユーザ固有遅延量（無線通信装置毎の固有の
巡回シフト遅延量情報）Ｄ（ｋ）は、次式（１０）、（１１）の関係を満たすように設定
される。
【数８】

ここで、ｋ＝１～Ｎｐ、チャネル品質測定用パイロット信号の多重数：Ｎｐ、遅延ＣＰ付
加部１９で付加するＣＰ長（ガード区間長）：　Ｔ＿ＧＩ、無線通信装置１ｅから送信さ
れるＦＦＴ時間長：Ｔ＿ＦＦＴである。
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【０３８３】
　図２７は、パイロット信号抽出処理部４２０の詳細な構成を示す図である。図２７に示
すパイロット信号抽出処理部４２０は、パイロット信号抽出部４２０１、チャネル品質測
定用パイロット信号生成部４２０２、変動量検出部４２０３、ＩＦＦＴ部４２０４及びチ
ャネル品質測定用パイロット信号分離部５００－１～Ｎｐを有する。以下、図２７を用い
てパイロット信号抽出処理部４２０の構成及び動作を説明する。
【０３８４】
　パイロット信号抽出部４２０１は、ＯＦＤＭ復調部５１（図２６参照）から入力された
サブキャリア信号に対して、自セクタである属する複数の無線通信装置１ｅ―１～Ｎ（ｋ
）から送信されたチャネル品質測定用パイロット信号を含むＯＦＤＭシンボルに含まれる
サブキャリア信号ＳＣ（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）を抽出する。この際、チャネル品質測定用パイ
ロット信号が送信されていないサブキャリア信号はヌル信号とする（信号成分をない状態
。無信号状態に置換する）。ここで、Ｔ＿ＰＬはチャネル品質測定用パイロット信号が含
まれるＯＦＤＭシンボルタイミング、ｆｎはサブキャリア番号を示す。抽出されたサブキ
ャリア信号ＳＣ（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）は、変動量検出部４２０３に出力される。
【０３８５】
　チャネル品質測定用パイロット信号生成部４２０２は、ＯＦＤＭのそれぞれのサブキャ
リア信号を用いて送信される、予め既知であるチャネル品質測定用パイロット信号をＯＦ
ＤＭシンボル単位のサブキャリア信号ＳＣ＿ＰＬ（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）として生成し、変動
量検出部４２０３に出力する。
【０３８６】
　変動量検出部４２０３は、入力される信号を用いて、抽出されたチャネル品質測定用パ
イロット信号が伝搬路で受けた複素変動量ＳＣ＿ｃｈ（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）を検出する。す
なわち、すべての有効なサブキャリア（ｆｎ＝１～Ｎｓｃ）に対し、サブキャリア単位で
、ＳＣ＿ｃｈ（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）＝ＳＣ（Ｔ＿ＰＬ、ｆｎ）／ＳＣ＿ＰＬ（Ｔ＿ＰＬ、ｆ
ｎ）を演算する。ここで、ＮｓｃはＯＦＤＭシンボルに含まれる有効なサブキャリア数で
ある。変動量検出部４２０３における演算により検出された複素変動量ＳＣ＿ｃｈ（Ｔ＿
ＰＬ，ｆｎ）は、ＩＦＦＴ部４２０４に出力される。
【０３８７】
　ＩＦＦＴ部４２０４は、算出された複素変動量ＳＣ＿ｃｈ（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）を入力と
して、所定のFFTサンプル数NFFTにより、ＩＦＦＴ処理を行い、周波数領域信号を時間領
域信号ｙ（T_PL,t）に変換する。ここで、ｆｎ＝１～Ｎｓｃである。ＩＦＦＴ部４２０４
において、NｓｃがNFFTに満たない場合、ゼロ埋めを行うか、あるいは複素変動量ＳＣ＿
ｃｈ（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）を用いて補間を行う。変換後の信号である時間領域信号ｙ（T_PL
,t）は、チャネル品質測定用パイロット信号分離部５００における第１の時間窓乗算部４
２０６に出力される。チャネル品質測定用パイロット信号分離部５００－１～Ｎｐは、第
１の時間窓生成部４２０５と、ＩＦＦＴ部４２０４か時間領域信号ｙが入力される第ｋの
時間窓乗算部４２０６と、第ｋのＦＦＴ部４２０７とを備える。
【０３８８】
　チャネル品質測定用パイロット信号分離部５００－１～Ｎｐは、それぞれ第１～ｋの時
間窓生成部４２０５、第１～ｋの時間窓乗算部４２０６及び第１～ｋのＦＦＴ部４２０７
を用いて以下の処理を行う。以下、ｋ＝１～Ｎｐである。
【０３８９】
　第ｋの時間窓生成部４２０５は、第ｋ番目のチャネル品質測定用パイロット信号に対す
るユーザ固有遅延量生成部４１３（図２６参照）の出力信号であるユーザ固有遅延量Ｄ（
ｋ）を基に次式（１２）、（１３）のような時間窓WINｋ（ｔ）を生成する。ここで、Tw
は、時間窓長であり、Ｔ＿ＧＩ≦Tw≦Ａｔの関係を満たすようにTwを設定する。
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【数９】

【０３９０】
　第ｋ（図２７では第１のみ示す）の時間窓乗算部４２０６は、ＩＦＦＴ部４２０４の出
力信号ｙ（T_PL,t）と、第ｋ（図２７では第１のみ示す）の時間窓生成部４２０５から入
力される第ｋの時間窓WINｋ（ｔ）を乗算した結果ｙ（T_PL,t）×WINｋ（ｔ）を第ｋ（図
２７では第１のみ示す）のＦＦＴ部４２０７に出力する。
【０３９１】
　第ｋ（図２７では第１のみ示す）のＦＦＴ部４２０７は、第ｋ（図２７では第１のみ示
す）の時間窓乗算部４２０６の出力信号をFFT処理することで、時間領域信号を周波数領
域信号ＳＣ＿Dｋ（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）に変換する。周波数領域信号ＳＣ＿Dｋ（Ｔ＿ＰＬ，
ｆｎ）は第ｋ番目のチャネル品質測定用パイロット信号の受信品質測定結果として、サブ
キャリア割当部７２へ出力される。
【０３９２】
　図２８～図３０は、複数の無線通信装置が存在するセクタを複数有する基地局装置にお
けるパイロット信号抽出処理部の動作を説明する図である。具体的には、図２８～図３０
は、チャネル品質測定用パイロット信号の多重数Ｎｐ＝３、各チャネル品質測定用パイロ
ット信号に割り当てる無線通信装置数Ｎ（ｋ）＝３である場合の基地局装置１ｅ－１にお
けるパイロット信号抽出処理部 ４２０の動作を模式的に示した図である。図２８は、パ
イロット信号抽出処理部４２０に入力される信号を模式的に示す図、図２９は、パイロッ
ト信号抽出処理部における信号を模式的に示す図であり、チャネル品質測定用パイロット
信号分離部５００へ入力される前の信号を示す。図３０は、パイロット信号抽出処理部に
おいてチャネル品質測定用パイロット信号分離部５００における信号を模式的に示す図で
ある。
【０３９３】
　図２８及び図２９に示すように、自セクタ内で同一時間のＯＦＤＭシンボルで同一のサ
ブキャリア信号を用いてチャネル品質測定用パイロット信号の多重送信を行う場合、図示
しているように、基地局受信信号は、多重するチャネル品質測定用パイロット信号が割り
当てられた無線通信装置からの信号を含む。この場合、多重するチャネル品質測定用パイ
ロット信号の一つの受信信号に着目した場合、他に多重するチャネル品質測定用パイロッ
ト信号の受信信号は干渉信号となる。
【０３９４】
　本発明においては、多重するチャネル品質測定用パイロット信号毎に異なる巡回遅延D(
k)を用いて上り回線の送信を行う。このため、変動量検出部４２０３の出力信号をＩＦＦ
部４２０４にてIFFTして得られる時間領域信号は、以下のような信号に相当するものが得
られる。すなわち、自セクタの無線通信装置＃１、＃２から、基地局装置１ｆ（図２４参
照）までの伝搬路を通り受信される上り回線の遅延プロファイルを、巡回遅延量D(k)分だ
け時間シフトした信号（４００ａ～４０５ａ）を、信号を合成した信号４０６ａ（図３０
Ａ）として検出される。
【０３９５】
　従って、チャネル品質測定用パイロット信号分離部５００－１～Ｎｐは、第１～第Ｎｐ
の時間窓乗算部４２０６により時間窓を乗算することで、多重したチャネル品質測定用パ
イロット信号を、時間軸上で分離することで検出することができる。なお、図２９では、
第１～第Ｎｐの時間窓乗算部４２０６として、第１の時間窓乗算部４２０６と、第２の時
間窓乗算部４２０６－１を一例として示し、第１の時間窓乗算部４２０６の動作を図３０
Ｂに模式図で示し、第２の時間窓乗算部４２０６－１の動作を図３０Ｃに模式図で示す。
【０３９６】
　なお、第１の時間窓乗算部４２０６により出力される信号４０７ｃは、図３０Ｄに模式
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図で示し、時間窓を乗算してチャネル品質測定用パイロット信号＃１として出力されてい
る。また、第２の時間窓乗算部４２０６－１により出力される信号４０７ｄは、図３０Ｅ
に模式図で示し、時間窓を乗算してチャネル品質測定用パイロット信号＃２として出力さ
れている。
【０３９７】
　これにより時間軸上で分離して得られた信号をそれぞれ第１～第ＮｐのＦＦＴ部４２０
７により、それぞれ周波数領域の信号に変換することで、多重したチャネル品質測定用パ
イロット信号のサブキャリア信号成分を検出できる。なお、図２９では、第１～第Ｎｐの
ＦＦＴ部４２０７として、第１のＦＦＴ部４２０７と、第２のＦＦＴ部４２０７－１を一
例として図示している。
【０３９８】
　サブキャリア割当部７２は、パイロット信号抽出処理部４２０の出力である受信品質測
定結果ＳＣ＿Dｋ（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）を用いて複数の無線通信装置１ｅ―１～Ｎ（ｋ）に
対するサブキャリアを割り当てる。具体的には、サブキャリア割当部７２は、パイロット
信号抽出処理部４２０から入力された各ユーザの無線通信装置のサブキャリア毎の受信品
質ＳＣ＿Dｋ（Ｔ＿ＰＬ，ｆｎ）に基づき、リソースブロックサイズ決定部５４からのＲ
Ｂサイズを用いて、スケジューリングアルゴリズムに基づいてスケジューリングを行い、
ＭＣＳ決定部７３及び制御情報生成部５７に出力する。ただし、ｋ＝１～Ｎｐである。
【０３９９】
　本実施の形態の基地局装置２ｅでは、同一のセクタ内で、複数のユーザの無線通信装置
から送信されるチャネル品質測定用パイロット信号を、同一の周波数リソース、時間リソ
ースを用いて多重送信を行い、また、その際に、セクタ毎に異なる基地局固有遅延量を用
いて、巡回シフト遅延を付加して送信を行う。これにより、より多くの複数のユーザの無
線通信装置に対するチャネル品質測定用部分帯域内の、サブキャリア毎のチャネル品質情
報を測定することが可能となる。従って、チャネル品質測定用パイロット信号の送信時の
周波数リソース、時間リソースを低減することができ、データ伝送効率を高めることがで
きる。
【０４００】
　なお、図３１は、実施の形態６に係る無線通信装置１ｆの変形例としての無線通信装置
１ｇの構成を示すブロック図である。図３１に示す無線通信装置１ｇは、１つのアンテナ
からの送信が可能な無線通信装置である。無線通信装置１ｇは、図２４に示す無線通信装
置１ｆの構成において、巡回シフト遅延量情報抽出部３７、巡回シフト遅延量付加部１８
を省くとともに、アンテナを一つにして、アンテナに対応して、ユーザ固有遅延量付加部
４１１、ＣＰ付加部１９、送信無線部２０を備えた構成である。
【０４０１】
　ユーザ固有遅延量情報抽出部４１０は、復調復号部３３の出力信号からユーザ固有遅延
量情報を抽出し、ユーザ固有遅延量付加部４１１に出力する。ユーザ固有遅延量付加部４
１１は、ユーザ固有遅延量情報抽出部４１０の出力情報であるユーザ固有遅延量情報で示
される巡回シフト遅延量を基に、ＩＦＦＴ部１６－１の出力に対し、巡回シフト遅延を付
加してＣＰ付加部１９に出力する。本構成により、１つのアンテナからの送信が可能な無
線通信装置においても、図２４に示す複数アンテナ送信可能な無線通信装置１ｆと同様に
、当該無線通信装置１ｆと通信する基地局装置において、上述した本実施の形態６におけ
る効果と同様の効果を得ることができる。
【０４０２】
　このように上記各実施の形態１～６によれば、無線通信端末である無線通信装置から基
地局装置にチャネル品質測定用信号を巡回シフト遅延により伝搬路の特性を変更して送る
ことで、基地局装置に良好に周波数スケジューリングを行わせることができる。
【０４０３】
　なお、ここでは、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発
明をソフトウェアで実現することも可能である。例えば、本発明に係る送信方法のアルゴ
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リズムをプログラム言語によって記述し、このプログラムをメモリに記憶しておいて情報
処理手段によって実行させることにより、本発明に係る装置と同様の機能を実現すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【０４０４】
　本発明に係る無線通信装置は無線通信分野、特に、チャネル品質測定を基に周波数スケ
ジューリングを行う広帯域無線通信システム分野に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０４０５】
【図１】本発明の実施の形態１に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係る基地局装置の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１におけるＳＣ―ＦＤＭＡにおけるサブキャリアマッピング
方法を説明する図
【図４】本発明の実施の形態１における巡回シフト遅延量及びチャネル品質測定用帯域の
選定方法を説明する図
【図５】本発明の実施の形態２に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態３に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図７】本発明の実施の形態３に係る基地局装置の構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態３に係るサブキャリア位相回転部の動作の説明に供する図
【図９】本実施の形態３により得られる伝搬路の周波数応答の説明に供する図
【図１０】本発明の実施の形態４に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１１】本発明の実施の形態１に係る無線通信装置の別例を示すブロック図
【図１２】本発明の実施の形態３に係る無線通信装置の別例を示すブロック図
【図１３】本発明の実施の形態１に係る無線通信装置の変形例を示すブロック図
【図１４】本発明の実施の形態２に係る無線通信装置の変形例を示すブロック図
【図１５】実施の形態５に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１６】IFFT部の出力に対する、巡回シフト遅延付加部、基地局固有遅延量付加部、Ｃ
Ｐ付加部の出力信号を示す図
【図１７】異なるセクタに存在する複数の無線通信装置に割当られたチャネル品質測定用
パイロット信号を示す図
【図１８】実施の形態５に係る基地局装置の構成を示す図
【図１９】パイロット信号抽出処理部の構成を示すブロック図
【図２０】複数の無線通信装置が存在するセクタを複数有する基地局装置におけるパイロ
ット信号抽出処理部の動作を示す図
【図２１】複数の無線通信装置が存在するセクタを複数有する基地局装置におけるパイロ
ット信号抽出処理部の動作を示す図
【図２２】複数の無線通信装置が存在するセクタを複数有する基地局装置におけるパイロ
ット信号抽出処理部の動作を示す図
【図２３】本発明の実施の形態５に係る無線通信装置の変形例の構成を示す図
【図２４】本発明の実施の形態６に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図２５】同一のセクタに存在する複数の無線通信装置に割当られたチャネル品質測定用
パイロット信号を示す図
【図２６】実施の形態６に係る基地局装置の構成を示すブロック図
【図２７】パイロット信号抽出処理部の詳細な構成を示す図
【図２８】複数の無線通信装置が存在するセクタを複数有する基地局装置におけるパイロ
ット信号抽出処理部の動作を説明する図
【図２９】複数の無線通信装置が存在するセクタを複数有する基地局装置におけるパイロ
ット信号抽出処理部の動作を説明する図
【図３０】複数の無線通信装置が存在するセクタを複数有する基地局装置におけるパイロ
ット信号抽出処理部の動作を説明する図
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【図３１】実施の形態６に係る無線通信装置の変形例の構成を示すブロック図
【符号の説明】
【０４０６】
１、１ａ、１ｂ、１ｃ　無線通信装置
２　、２ｂ　基地局装置
１３　信号多重部
１４　ＤＦＴ部
１５　サブキャリアマッピング部
１６　ＩＦＦＴ部
１８、５８　巡回シフト遅延付加部
１９，２１　ＣＰ付加部
３４　ＭＣＳ情報抽出部
３５　パイロット信号情報抽出部
３６　周波数スケジューリング情報抽出部
３７　巡回シフト遅延量情報抽出部
４１　サブキャリア位相回転量情報抽出部
４２　サブキャリア位相回転部
４６　遅延広がり検出部
４７　ＣＳＤ送信制御部
５４　リソースブロックサイズ決定部
５５　巡回シフト遅延量決定部
５６　チャネル品質測定用帯域選定部
７１　受信品質測定部
７２　サブキャリア割当部
７３　ＭＣＳ決定部
【図１】 【図２】
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【図２１】 【図２２】



(54) JP 5106129 B2 2012.12.26

【図２３】 【図２４】
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